
建設コンサルタント業務等における
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１．入札契約方式の選定
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入札契約方式の概要

公募

指名・要請

発注者より参加
要件を提示し参
加希望者を募る

価格競争 技術競争

通常指名競争入札

最低価格をもって
入札した者と契約

技術提案内容のﾋｱﾘﾝｸﾞ
により技術的に最適な者
を特定し、随意契約

総合評価落札方式

価格＋技術

価格評価点＋技術評
価点の最も高い者と契
約

入札方式（落札者の決定方法）

参
加
者
の
選
定
方
法

標準プロポーザル

公募型競争入札

簡易公募型競争入札

公募型プロポーザル

簡易公募型プロポー
ザル

公募型競争入札（総合
評価落札方式）

簡易公募型競争入札
（総合評価落札方式）

業務能力評価型

業務能力評価型

発注者において
業者を選定
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入札契約方式の選定フロー

業務区分の選択 

一般コンサルタント
業務 発注者支援業務等 

業務内容 

行政事務補助業務 
施設点検補助業務 

参加者の選定方法の選択 

入札方式（落札者の決定方法）の選択 業務内容 業務規模 

価格競争方式 プロポーザル方式 総合評価落札方式 

ＷＴＯ対象・非対象の判定 業務内容 

公募型プロポーザル

方式 

簡易公募型プロポー

ザル方式 

標準プロポーザル方

式 

公募型競争入札方式

（総合評価落札方式） 

簡易公募型競争入札

方式（総合評価落札方

式） 

通常指名競争方式 

指名型総合評価落札方

式（業務能力評価型） 

簡易公募型総合評価落

札方式（業務能力評価

型） 

一般競争入札方式（市場

化テスト対象） 

一般競争入札方式（市場化

テスト対象外） 

業務内容 業務規模 

 ・・・判断するのに必要な情報 

 ・・・入札契約方式の種類 

選択① 

選択② 

選択③ 

選択④ 
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業務区分の選択選択①

まず、一般コンサルタント業務なのか、それ以外なのかを判断する

• 土木設計業務等
• 測量業務
• 地質・土質調査業務
• 補償コンサルタント業務

• 発注者支援業務など

一般コンサルタント業務

発注者支援業務等

• 行政事務補助業務 行政事務補助業務等

• 施設点検補助業務
• 観測調査整理業務

施設点検補助業務等

一
般
競
争
入
札
を
選
択

「
選
択
②
」以
降

の
判
断
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入札方式（落札者の決定方法）選定の目安

①プロポーザル方式
・実施方針＋評価テーマ

②総合評価落札方式（標準型）
価格点：技術点の割合
１：２～１：３
・実施方針＋評価テーマ
・評価テーマ２つ以上の場合は１：３
・評価テーマ１つの場合は１：２

③総合評価落札方式（簡易型）
価格点：技術点の割合
１：１※
・実施方針のみ
（評価テーマは求めない）
※１：３とする「技術者重視型」もある

選定のポイント 発注方式

以下の両方に該当
• 業務内容が技術的に高度な業務または専門的な技術が要求され
る業務
• 提出された技術提案に基づいて仕様を作成する方が優れた成果
を期待できる業務
なお、上記考え方を前提に、業務の予定価格を算出するに当た
って標準的な歩掛がなく、その過半に見積を活用する業務※。

事前に仕様を確定可
能であるが、入札者
の提示する技術等に
よって、調達価格の
差異に比して、事業
の成果に相当程度の
差異が生ずることが
期待できる業務

実施方針と併せて、評価
テーマに関する技術提案を
求めることによって、品質
向上を期待できる業務

実施方針のみで、品質向上
を期待できる業務

入札参加条件として、一定の資格・実績・成績等を付すことによ
り品質を確保できる業務

業務内容選択②

技術的工夫の余地がある業務

技術力が要求される業務

技術的工夫の余地が少ない業務
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④総合評価落札方式（業務能力評価型）
価格点：技術点の割合
１：１
⑤価格競争方式
・（選定段階で）資格、実績、成績
業務内容や業務規模に応じて業務能力評価

型を適用する。（原則500万以上は④を選択）



入札方式（落札者の決定方法）選定フロー

業務（土木コンサル・測量・地質調査）

当該業務の内容が技術的に高

度なもの又は専門的な技術が要

求される業務であって、提出され

た技術提案に基づいて仕様を作

成する方が優れた成果を期待で

きる業務。

高度な専門的知識が必要である。

入札参加条件として、一定の資格・

実績・成績等を付すことにより品質を

確保できる業務。

当該業務の実施方針と併せて、

評価テーマに関する技術提案を

求めることによって、品質向上を

期待できる業務。

複数の技術提案を求めることに

よって品質向上が期待できる業務。

具体的には、研究開発の要素（研

究アイデア、調査手法の創造性、新規

性）が高い業務。

【業務規模は概ね４，０００万円

超が対象】

総合評価落札方式（簡易型）

価格点：技術点の割合

１：１

総合評価落札方式（標準型）

価格点：技術点の割合

１：２

総合評価落札方式（標準型）

価格点：技術点の割合

１：３

価格競争方式 プロポーザル方式

ＹＥＳＮＯ

ＹＥＳ

ＹＥＳ

ＹＥＳ

ＮＯ

ＮＯ

ＮＯ当該業務の実施方針のみで、

品質向上を期待できる業務。
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過半に見積りを活用する業務の考え方

条件①

業務内容

• 業務内容が技術的に高度なものまたは専門的な技術が要求される業務であって、
提出された技術提案に基づいて仕様を作成する方が優れた成果を期待できる業
務

プロポーザル方式で発注する

条件②

• 業務の予定価格を算出するに当たって標準的な歩掛がなく、その過半に見積を活
用する業務

総合評価落札方式又は価格競争方式で発注する

• 業務の内容が技術的に高度ではないもの

条件①と条件②を満たす

条件①または条件②を満たす

• 専門的な技術が要求される業務ではないもの

条件①

条件②

* ただし、「発注方式選定表」が優先する。
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標準的な業務内容に応じた発注方式選定表

（注）上図は、業務内容と発注方式の関係を模式的に示したもので、発注量を示したものではない。

河川事業

8

知

識

構想力 ・ 応用力

施設点検調査②
【標準的な調査】

耐震性能照査③
【簡易式による判定を行う業務】

河川台帳作成

河川景観設計②
【以下を含まないもの】

・景観上の制約
・設計前のデザインの比較検討
・検討委員会の運営

洪水予測システム検討

治水経済調査②
【統計データを用いた集計】

環境管理基本計画

環境アセスメント②
【追加調査及び取りまとめ】

事業評価
河川整備基本方針

河川整備計画
河道計画検討

施設健全度調査②
【標準的な調査】

自然再生計画検討

特殊構造物 予備・詳細設計
（樋門・樋管・排水機場等以外）

氾濫解析②
【既存の解析モデルによる再現又は予測計算】

水文観測③
【標準的な観測手法によるもの】

水文データ照査検討

河川水辺の国勢調査

河川構造物 詳細設計
（樋門・樋管・排水機場等）

河川構造物 予備設計②
（樋門・樋管・排水機場等）
（標準積算基準対象施設）

氾濫解析①
【解析モデルの構築又は改良、高度化】

治水経済調査①
【基準の見直し、新基準の検討】

環境アセスメント①
【企画立案から実施するもの、方法書作成等】

危機管理時の体制・対応等の検討
（危機管理演習を含む）

河川景観設計①
【以下のいずれかを含むもの】

・景観上の制約
・設計前のデザインの比較検討
・検討委員会の運営

水文観測②
【高度な観測手法を用いるもの

（ADCP計測による観測（解析を含まないもの）等）】

水質観測②
【水質調査（採水・水質分析のみ）（プランクトン同定を除く）】

水質観測①
【微量化学物質調査等の精度管理を行うもの、
水質調査（その他、プランクトン同定を含む）】

耐震性能照査②
【静的解析・動的解析を含むもの

（大規模構造物等以外）】

総合土砂管理計画の検討

河川環境情報図の作成

総合治水に関する検討

水循環に関する検討

生態学的な検討

維持管理計画検討

その他技術的に高度な業務

耐震性能照査①
【静的解析・動的解析を含むもの（大規模構造物等）】

堤防・護岸設計③
【現地条件変更による修正設計、

小構造物設計図集に掲載の
構造物の数量、図面作成】

水文観測①
【ADCP計測、
画像解析等
を用い解析
を含むもの】

堤防・護岸設計②
【標準的な設計（浸透流解析等の検討を含む）】

堤防・護岸設計①
【高度な軟弱地盤対策や調査・解析等の検討を含むもの】

施設点検調査①
【大規模構造物等、

高度な技術を用いるもの】

施設健全度調査①
【大規模構造物等、

高度な技術を要するもの】

河川構造物 予備設計①
（樋門・樋管・排水機場等）

（標準積算基準対象施設以外）

価格競争方式 総合評価落札方式

プロポーザル方式



（注）上図は、業務内容と発注方式の関係を模式的に示したもので、発注量を示したものではない。

標準的な業務内容に応じた発注方式選定表 道路事業
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知

識

構想力 ・ 応用力

プロポーザル方式

総合評価落札方式価格競争方式

定期点検結果の診断

道路予備設計（用地幅決定）

構造物詳細・補修設計（一般）

道路予備設計（中心線決定）

事業評価②
【交通量予測結果に基づき便益計算のみ行うもの】

防災対策検討
【工法検討を行うも
の、委員会運営伴
うもの】

環境基礎調査（文献・現地調査等）②
【補足・継続調査】 交通安全・渋滞

対策等検討
【事故分析、渋滞分析、
委員会運営】

道路・交通等現況分析①
【マニュアル等で手法が決まっているものを除き、調査計画、企画立案を伴うもの等】

道路・橋梁等構造物景観設計

道路網整備計画検討

定期点検、緊急点検

交差点設計（一般）

道路詳細設計（修正）

環境調査【常観等定型的調査】

交通量観測

各種資料作成他

構造物予備設計（一般）

環境アセスメント②
【調査項目の追加補足調査及びそのとりまとめ】

道路・交通等現況分析②
【マニュアル等で手法が決まっているもの】

構造物予備設計（大型・特殊）

道路概略設計（路線比較検討、最適路線選定）②
【既存ルートの部分的見直し】

道路概略設計（路線比較検討、最適路線選定）①
【新規にルーティングを行うもの等】

構造物詳細・補修設計（大型、特殊）

事業評価①
【全体計画を含むもの等】

環境基礎調査（文献・現地調査等）①
【企画立案から実施するもの、

貴重種を含むもの】

交差点設計（大規模立体）

交通需要予測検討

整備効果分析検討
【企画立案から実施するもの、
委員会を運営を伴うもの】

環境アセスメント①
【企画立案から実施するもの、方法書作成等】

水文調査（分析等含む）

防災対策設計
【詳細設計のみ】

交通安全・渋滞対策設計
【予備・詳細設計のみ】

交差点設計（立体）

整備効果収集・整理
【データ収集、簡易な分析のみ】

道路詳細設計（一般）
【新規に実施するもの
構造物を含むもの】

ＰＩプロセス 社会実験実施



標準的な業務内容に応じた発注方式選定表

※２ 都市交通に関するマスタープラン・戦略、市街地整備に関する戦略（大街区化等） 、都市の観光・環境（低炭素都市づくり等）・防災等に関する基本的な計画 等
※１ 都市計画区域マスタープラン、市町村マスタープラン、都市再開発方針、緑の基本計画、都市再生整備計画、中心市街地活性化基本計画、歴史的風致維持向上計画、 景観計画 等

知

識

構想力・応用力

価格競争方式

総合評価落札方式

プロポーザル方式

総括図等図面作成

都市計画基礎調査

ﾊﾟｰｿﾝﾄﾘｯﾌﾟ調査（実査）

都市計画事業等の施設設計
（造成設計、小規模なもの）

パンフレット作成

都市計画事業等の施設設計
（標準的なもの）

換地設計

土地区画整理事業調査
市街地再開発等調査

都市公園（基本構想・基本計画）

個別都市施設に関する
都市計画案策定

線引き・用途地域・地区計画等の
土地利用に関する計画

環境アセスメント

コーディネート

まちづくり等に関する
指針・ガイドライン類策定

社会実験・ビジュアル
シミュレーション

都市計画事業等の施設設計
（景観検討、大規模施設等、

標準的な設計により難いもの）

まちづくり等に関する総合的な計画※２

マスタープラン・基本計画等の法定計画※１

都市公園（基本設計・実施設計）

都市計画GIS

事業評価

（注）上図は、業務内容と発注方式の関係を模式的に示したもので、発注量を示したものではない。

都市事業
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知

識

構想力・応用力

価格競争方式

総合評価落札方式

プロポーザル方式

改築・長寿命化調査

管渠詳細設計（開削･開水路）

施工管理（管渠）

水質分析

ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ詳細設計

特殊マンホール詳細設計

台帳データ作成

合流式下水道改善計画

管渠詳細設計（小口径推進）

管渠詳細設計（改築）

施工管理（処理場・ポンプ場） 耐震診断調査

計画決定図書作成

台帳システム構築

事業評価等

耐震補強設計

管渠詳細設計
（シールド・中大口径推進）

下水道事業計画

貯留施設・樋門・吐口設計

管渠詳細設計
(大規模開削･大規模開水路)

管渠基本設計

管渠基本設計(改築)

下水道中長期ビジョン

管渠長寿命化計画

汚水処理整備構想

処理場・ポンプ場詳細設計

下水道全体計画

流出解析を用いた雨水計画

処理場機能診断

地震等災害対策計画

下水道資源・ｴﾈﾙｷﾞｰ利活用計画

流域別下水道整備総合計画

経営管理計画等処理場・ポンプ場基本設計(改築)

処理場・ポンプ場長寿命化計画

処理場・ポンプ場基本設計 ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ｼｽﾃﾑ構築

下水道システム再構築計画処理場・ポンプ場詳細設計(改築）

標準的な業務内容に応じた発注方式選定表 下水道事業

（注）上図は、業務内容と発注方式の関係を模式的に示したもので、発注量を示したものではない。 11



標準的な業務内容に応じた発注方式選定表 測量調査

（注）上図は、業務内容と発注方式の関係を模式的に示したもので、発注量を示したものではない。 12

知

識

構想力 ・ 応用力

基準点測量※

土地区画整理測量

数値図化（デジタルマッピング）

画像解析／計測／判読②
【計測を主とするもの】

データ共有／総合GIS

現地測量（地形測量） ※

水準測量※

定期縦横断測量※

地図編集

既成図数値化

深浅測量②
【標準的なもの】

一筆調査（E工程）

各種台帳作成②
【地形測量を主とするもの】

深浅測量①
【高い精度を求めるなど技術的に高度なもの】

空中写真測量

航空レーザ測量

GIS/CADデータ化

写真地図作成（デジタルオルソ）

航空レーザ測量（応用解析含む）②
【応用解析を含むもの】

都市計画図

基盤地図情報作成

地図編集（特殊ケース）

その他の応用測量②
（主題図データファイル作成）

【計測を主とするもの】

移動計測車両による測量②
【計測を主とするもの】

用地測量※

路線測量※復旧測量※

航空レーザ測量（応用解析含む）①
【応用解析を含んだ上で使用目的に

後工程（GIS、3次元地形等）があるもの】

画像解析／計測／判読①
【判読を主とするもの。また、使用目的に
後工程（GIS、3次元地形等）があるもの】

その他の応用測量①
（主題図データファイル作成）

【解析のための判読を主とするもの】

修正測量

各種台帳作成①
【地形測量と調書を主とするもの以外】

移動計測車両による測量①
【応用解析を主とするもの。また、使用目的に

後工程（GIS、3次元地形等）があるもの】

河川測量※ 地籍測量①
【国土調査法第10条2項による作業】

地籍測量②
【国土調査法第10条2項による作業を除く】

水文観測③
【標準的な観測手法によるもの】

水文観測②
【高度な観測手法を用いるもの

（ADCP計測による観測（解析を含まないもの）等）】

水文観測①
【ADCP計測、画像解析等
を用い解析を含むもの】

※印の工種は、現地等の
条件が通常の仕様で実施
できない場合は、総合評価
落札方式を選定すること。

価格競争方式

総合評価落札方式 プロポーザル方式



標準的な業務内容に応じた発注方式選定表 地質調査

（注）上図は、業務内容と発注方式の関係を模式的に示したもので、発注量を示したものではない。

13

知

識

構想力 ・ 応用力

価格競争方式 総合評価落札方式

プロポーザル方式

トンネル変状調査・解析

地盤環境調査（とりまとめ）※

ボーリング調査
（支持層確認、
改良チック等）

ボーリング調査
（設計、解析用）

耐震調査

計器設置及び観測作業（設置・観測のみ）

計器設置及び観測（計画～解析）

地下水調査（観測）

地盤環境調査（採取、分析）

軟弱地盤調査・検討（安定・沈下・液状化等）

地すべり対策工検討設計（地質解析を含む）

地表地質踏査及び資料収集

地質リスク調査検討

動的応答解析
防災点検

防災点検（総合診断）

地質調査計画策定

施工時計測管理地質総合解析

地盤環境調査（解析、対策検討）

土構造物等の点検

ボーリング調査（高度安
全管理、高品質コア等）

地下水調査（とりまとめ） ※

物理（弾性波等）探査

地すべり対策工検討設計（地質解析を含まない）

地下水調査・解析（浸透流、広域地下水、渇水影響等）地下水調査（解析・検討）

※印の地下水調査（とりまとめ）、地盤環境調査（とりまとめ）に
ついては、以下のような場合などで、価格競争方式でも妥当で
ある内容も含まれるため、弾力的な運用を行うこと。
・地下水調査：既存の井戸等を利用した標準的な観測等では、

とりまとめ作業は価格競争でも十分な成果が得られる。
・地盤環境調査：有害物質（六価クロム）の試料採取・分析と観

測値とりまとめ（基準値内かどうかの判定）等の標準的な作業
は価格競争でも十分な成果が得られる。



標準的な業務内容に応じた発注方式選定表 建築

（注）上図は、業務内容と発注方式の関係を模式的に示したもので、発注量を示したものではない。 14



政府調達に関する協定（ＷＴＯ）

• 協定の適用を受ける価額の条件

業務内容

この協定は、公示を行う時点において契約の価額が基準額と同
額又はこれを超えるものと見積もられる調達契約について適用
する。

• 協定の適用を受ける基準額

ＷＴＯ基準額は、邦貨換算額（SDR→円）を基に２年毎に改定さ
れ、官報により告示される。

選択③

「政府調達に関する協定」（Agreement on Government Procurement：略称GPA）

参考:外務省HP「WTO政府調達協定」http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/wto/chotatu.html

令和２年４月１日から令和４年３月３１日までの間に契約を締結
する建設コンサルタント業務等に適用する基準額：

6,900万円

15



協定の適用を受ける対象サービスの範囲（詳細）

• 建築設計サービス（CPC86712）の実施設計サービス

• 契約監理サービス（CPC86713）

• 基礎及び建築構造物の建設のためのエンジニアリングデザイン・サービス
（CPC86722）、建築物の機械及び電気の設備のためのエンジニアリングデ
ザイン・サービス（CPC86723）又は土木建設工事のためのエンジニアリング
デザイン・サービス（CPC86724）のうちのいずれかの実施設計、仕様書の作
成及び費用見積りの一又はこれらの組合せから成る設計サービス

• 建設及び設置工事段階におけるその他のエンジニアリング・サービス
（CPC86727）

• 建築のためのサービス

• エンジニアリング・サービス

• その他の技術的サービス

ただし、独立して調達される場合の以下のサービスを除く

政府調達協定より作成 16



協定適用対象・対象外業務の例

技術競争 技術競争

業

務

例

○土木詳細設計業務
　※技術力（コスト縮
減・工期短縮・環境対
策・景観デザイン等）が
要求されるもの。
○発注者支援業務
　（高度な技術力等を
要する場合）

○基本設計・予備設
計・都市計画調査・地
域計画調査
○重要構造物の計画
調査・環境影響調査、
景観調査
○計画から設計まで一
括発注

業

務

内

容

○技術的に高度な業務
○歩掛の有無に係わら
ない

○技術的に高度な業務
○歩掛の有無に係わら
ない

○土木詳細設計業務
(一般的なもの)
○発注者支援業務
○資料整理業務
○交通量調査業務

○主たる工種の歩掛
が有る定型業務

　ＷＴＯ対象外業務 ＷＴＯ対象業務

○測量
○地質調査等

○主たる工種の歩掛
が有る定型業務

価格競争 価格競争

17

政府調達協定適用対象外業務 政府調達協定適用対象業務



指名

指名

参加します

参加します

参加しません

参加します 参加しません

こんな仕事があるのです
が、あなた入札に参加して
もらえませんか？

発注者が、企業に対し受注意思確認を行った上
で、指名する。参加希望者が10者に満たない場
合は、補充する。

発注者

参加者の選定方法の選択選択④

通常指名競争入札方式
指名型総合評価落札方式（業務能力評価型）

18



要請

参加します

参加します

参加しません

参加します 参加しません

こんな仕事があるので、あ
なたに技術提案書の提出
要請をします。

発注者

参加者の選定方法の選択 要請

発注者で企業を5者選定し、技術提案書の提出

要請を行う。要請に応じてもらえるかどうかの事
前確認は行わないが、参加表明者が3者に満た
ない場合は、追加要請を行う。

標準プロポーザル方式

19



参加します

参加します

参加します

こんな仕事があるのですが、
やりたい人いませんか？10
（5）名まで選定します。

発注者から参加要件を提示し、参加希望者
を募る。
プロポーザル方式の場合は、5者に絞り込み、
それ以外の場合は10者に絞り込む。

参加します

参加します

参加表明

発注者

参加者の選定方法の選択 公募

簡易公募型プロポーザル方式
簡易公募型競争入札方式
簡易公募型競争入札方式（総合評価落札方式）
簡易公募型総合評価落札方式（業務能力評価型）

20



参加します

参加します

参加します

こんな仕事があるのですが、
やりたい人いませんか？何
人でも参加できます。

発注者が参加要件を示し、参加希望者を募る。
絞り込みは行わない。

参加します

参加します

競争参加資格
の確認申請

発注者

参加者の選定方法の選択 一般競争

一般競争入札方式（総合評価落札方式）

21



*1

基準額以上

*2

 5,000万円以上

*3

2,000万円以上

ＷＴＯ対象業務 対象外業務

プロポーザル方式

簡易公募型に準ず
る方式

・　標準プロポーザル方式
・　簡易公募型に準ずる方式

簡易公募型

公募型

参加者の選定方法の選択

プロポーザル方式

業務内容 業務規模

「標準的な業務内容に応じた発注方式選定表」において「プロポーザル方式」
に分類されるものに適用

*1
国の物品等又は特定役務の調達手続の
特例を定める政令第３条第１項に規定す
る財務大臣の定める額（ＷＴＯ基準額）

*2
「簡易公募型プロポーザル方式に基づく
建設コンサルタント等の選定・特定手続
について」（平成３０年３月９日最終改正）

*3
近畿地整の運用

6,900万円

22



総合評価落札方式

業務内容 業務規模

「標準的な業務内容に応じた発注方式選定表」において「総合評価落札方
式」に分類されるものに適用

参加者の選定方法の選択

*1
国の物品等又は特定役務の調達手続の
特例を定める政令第３条第１項に規定す
る財務大臣の定める額（ＷＴＯ基準額）

*2
「簡易公募型競争入札方式に基づく建設
コンサルタント等の選定手続における対
象業務の拡大について」（平成２０年１月
２３日）

*3
近畿地整の運用

6,900万円

23

*1
基準額以上

*2
4,000万円以上

*3

500万円超える

対象外業務

総合評価落札方式

簡易公募型競争入札
方式（総合評価落札

方式）

ＷＴＯ対象業務

履行確実性
評価対象

公募型競争入札方式
（総合評価落札方式）

簡易公募型に
準ずる方式・競争入
札方式（総合評価落

札方式）



総合評価落札方式（業務能力評価型），価格競争方式

業務内容 業務規模

「標準的な業務内容に応じた発注方式選定表」において「価格競争方式」に
分類されるものに適用

参加者の選定方法の選択

価格競争・
総合評価落札方式（業務能力評価型）

*1
基準額以上

公募型総合評価落札
方式（業務能力評価

型）

*2
4,000万円以
上

簡易公募型総合評価
落札方式（業務能力

評価型）

簡易公募型に準ずる
方式・総合評価落札方
式（業務能力評価型）

*3
2,000万円

履行確実性
評価対象
500万円

・簡易公募型に準ずる方式・総合評価落札方式（業務
能力評価型）

・指名型総合評価落札方式（業務能力評価型）

・簡易公募型に準ずる方式
・通常指名競争

WTO対象業務 対象外業務

6,900万円

24

*3

500万円超える

*1
国の物品等又は特定役務の調達手続の
特例を定める政令第３条第１項に規定す
る財務大臣の定める額（ＷＴＯ基準額）

*2
「簡易公募型競争入札方式に基づく建設
コンサルタント等の選定手続における対
象業務の拡大について」（平成２０年１月
２３日）

*3
近畿地整の運用



２．契約手続きの流れ

手続きの標準的日数

25
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日数は業務内容に応じて短縮可能

・ 業務内容を勘案して技術提案書の作成日数に無理がないように設定する。

・ 日数は、翌日より起算し、特に注意書きが無い場合は行政機関の休日等を含む。

＊必要に応じて総合評価委員会等の意見聴取を実施

7 日以内

非選定者には理由を付して通知 *簡易公募型の場合5日以内

*行政機関の休日除く

10 日以内

*簡易公募型の場合5日以内

＊必要に応じて総合評価委員会等の意見聴取を実施

7 日以内

*行政機関の休日除く

10 日以内

*1 準ずる方式も含む

15日

程度

15日

程度

15日

程度

20日

以内

20日

以内

非説明理由の説明要求

手続き開始の公示

（説明書の交付開始）

競争参加者の資格に関する

公示（設計共同体公示）

ＷＴＯ対

象

＋基準額

以上

ＷＴＯ対

象

＋5千万

円以上*1

公

募

型

プ

ロ

ポ
ー

ザ

ル

方

式

簡

易

公

募

型

プ

ロ

ポ
ー

ザ

ル

方

式

標

準

プ

ロ

ポ
ー

ザ

ル

設計共同体資格認定

申請期限

設計共同体認定

設計共同体認定の通知選定通知/提案書要請書の送付

参加表明書の提出期限

参加資格条件の審査

（建設コンサルタント選定委員会）

非特定理由の説明要求

理由の説明要求に係る回答契約の締結

1）プロポーザル方式

一般コンサルタント業務等

40日

以上

15日～

25日

*適宜短

縮可能

10日～

20日

*適宜短

縮可能

10日

10日

*簡易公

募型に準

じた方式
は7日ま

で短縮可

10日

以内

*設計JV
の参加を

認める場

合は20

日まで延

長可能

10日以

内

*設計JV
の参加を

認める場

合は20

日まで延

長可能

理由の説明要求に係る回答

技術提案書提出者の選定

（建設コンサルタント選定委員会）

20日

以内

ヒアリングの実施

技術提案書の特定・通知

技術提案書提出者の評価

（建設コンサルタント選定委員会）

技術提案書の提出期限

技術提案書の評価決定

（入札・契約手続運営委員会）



27

日数は業務内容に応じて短縮可能

・ 業務内容を勘案して技術提案書の作成日数に無理がないように設定する。

・ 日数は、翌日より起算し、特に注意書きが無い場合は行政機関の休日等を含む。

＊必要に応じて総合評価委員会等の意見聴取を実施 標準型・・・

公募型の場合のみ実施

非選定者には理由を付して通知 7 日以内

*簡易公募型の場合5日以内

*行政機関の休日除く

10 日以内

*簡易公募型の場合5日以内

＊必要に応じて総合評価委員会等の意見聴取を実施

*1 準ずる方式も含む

落札決定の公表を行った日

より5日以内

*行政機関の休日除く

5 日以内

契約の締結

ＷＴＯ対

象

＋基準額

以上

ＷＴＯ対

象

＋４千万

円以上*1

20日

以内

20日

以内

ヒアリングの実施

技術提案書提出者の評価

（建設コンサルタント選定委員会）

入札及び開札

技術提案書提出者の選定

手続き開始の公示

指名通知

指名通知

価格評価点と技術評
価点の割合が１：２ま
たは１：３であるもの

設計共同体認定の通知

40日

以上

15日～

25日

*適宜短

縮可能

非説明理由の説明要求

技術提案書の提出期限 理由の説明要求に係る回答

設計共同体認定
（建設コンサルタント選定委員会）

入札公示

参加表明書の提出期限

参加表明書の審査

非落札理由の説明要求

理由の説明要求に係る回答

2）総合評価落札方式（標準型）

一般コンサルタント業務等

公

募

型

簡

易

公

募

型

参加資格条件の審査

（建設コンサルタント選定委員会）

競争参加者の資格に関する

公示（設計共同体公示）

10日

10日

*準ずる

方式は7

日まで短

縮可

（説明書の交付開始）

参加表明書の提出期限
設計共同体資格認定

申請期限
10日

以内

*設計JV

の参加を

認める場

合は20

日まで延

長可能

10日以

内

*設計JV

の参加を

認める場

合は20

日まで延

長可能
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日数は業務内容に応じて短縮可能

・

・ 日数は、翌日より起算し、特に注意書きが無い場合は行政機関の休日等を含む。

準ずる方式も含む

＊必要に応じて総合評価委員会等の意見聴取を実施 簡易型・・・

7 日以内

非選定者には理由を付して通知 *簡易公募型の場合5日以内

*行政機関の休日除く

10 日以内

*簡易公募型の場合5日以内

＊必要に応じて総合評価委員会等の意見聴取を実施

落札決定の公表を行った日

より5日以内

*行政機関の休日除く

5 日以内

非落札理由の説明要求

理由の説明要求に係る回答

理由の説明要求に係る回答

20日

以内

契約の締結

価格評価点と技術評
価点の割合が１：１で
あるもの

簡

易

公

募

型

（
短

縮

日

程

）

15～30

日

20日

以内

ヒアリングの実施

技術提案書提出者の評価

（建設コンサルタント選定委員会）

入札及び開札

設計共同体認定
（建設コンサルタント選定委員会）

指名通知 設計共同体認定の通知

非説明理由の説明要求技術提案書の提出期限

3）総合評価落札方式（簡易型）

一般コンサルタント業務等

簡

易

公

募

型

参加資格条件の審査
（建設コンサルタント選定委員会）

手続き開始の公示 競争参加者の資格に関する

公示（設計共同体公示）

10日
*準ずる

方式は7

日まで短
縮可

5～10日

（説明書の交付開始）

簡易公募型もしくはそれに準じた方式を採用する場合において、参加表明書の作成手続きと技術提
案書の作成手続きを併行して実施することにより、手続きに要する期間の短縮を図る。

参加表明書の提出期限
設計共同体資格認定

申請期限
10日以

内

*設計JV

の参加を
認める場

合は20
日まで延

長可能

技術提案書提出者の選定

10日～

20日
5日以上
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各手続き日数

累計日数　

同日

　

同日

25～35日

　④の8日前

　④の3日前

（注1） 日曜日、土曜日、祝日等を含まない。 　翌日（注1)

（注2）

（注3） 標準日数

（注4） 開札後、履行確実性評価と平行して警察庁に意見聴取

【警察庁での確認は20日程度】 *　⑤から2日以内

（注5）

63注3 ～73日注4

落札決定の公表を行った日

より5日以内

*行政機関の休日除く

5日以内

　　15日

４）一般競争入札（市場化テスト対象）

発注者支援業務等

競争参加者の資格に関する公示 公　　　告

（設計共同体の公示） 入札説明書及び見積りに必要な図書等の交付

入札説明書に関する質問書の提出期限①
の5日前（注1）

積算基準に関する質問書の提出期限

入札説明書に関する質問書に対する回答
①の2日前（注1）

設計共同体資格認定申請期限 ①　競争参加資格確認申請書等の提出期限 15日

技術提案書の審査

技術審査会 　10～20日

入札・契約手続運営委員会

設計共同体認定の通知 ②　競争参加資格の確認・通知

③　競争参加資格がないと認めた理由の説
明要求（②から5日後（注1））   中10日（注1)

積算基準に関する質問書に対する回答期限

理由の説明要求への回答（③から5日以内
（注1））

④　入札書の提出期限 40～50日

年度開始前に落札者を決定する場合は、「条件
付き」を記載する。

⑤　入札執行の日(④の翌日（注1）)
（入札公告文・説明書には標準的な日程(注3)の入札日を記載。）

意見聴取対象者の決定・本局へ報告 （注5）

・　累計日数は、警察庁での確認期間（20日程
度）、意見聴取対象者の報告作業、警察庁への
意見照会提出資料作成を考慮し、「22～25日程
度」必要としている。

追加資料の提出の連絡

追加資料の提出期限

非落札理由の説明要求

理由の説明要求に係る回答

　22日程度注5

・　既に意見聴取済みの場合は、意見聴取が不
要となる場合がある。 ヒアリングの実施

開札後速やかに意見聴取対象者（落札の可能性
のある者）を各契約担当課から局契約担当課へ
報告する。

(条件付き)落札予定者の確定

*　「暴力団排除に関する欠格事由に係る警察庁へ
の意見聴取の実施について（平成24年12月26日付
け事務連絡）」に基づく、意見聴取対象の契約課へ
の報告期限は、開札後2日以内（休日除く）としてい
る。

(条件付き)落札者決定　（注2）
（公告文等に決定日を記入するところはありません。）

条件付き落札者の準備期間（想定）

年末年始期間（12/29
～1/3）は加算しない。
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各手続き日数

累計日数　

同日

　

同日

25～35日

（注1）日曜日、土曜日、祝日等を含まない。

（注2）年度開始前に落札者を決定する場合は、

　　　　　　「条件付き」を記載する。 　翌日（注1)

（注3）標準日数

63注3 ～73日

落札決定の公表を行った日

より5日以内

*行政機関の休日除く

5日以内

　　15日

５）一般競争入札（市場化テスト対象外）

行政事務補助業務、施設点検補助業務

競争参加者の資格に関する公示 公　　　告

（設計共同体の公示） 入札説明書及び見積りに必要な図書等の交付

競争参加確認申請書及び資料の作成に関する質
問書の提出期限（①の5日前（注1））

競争参加確認申請書及び資料の作成に関する質
問書に対する回答（①の2日前（注1））

設計共同体資格認定申請期限 ①　競争参加資格確認申請書等の提出期限 15日

技術提案書の審査

理由の説明要求への回答（③から5日以内
（注1））

④　入札書の提出期限 40～50日

技術審査会 　10～20日

入札・契約手続運営委員会

③　競争参加資格がないと認めた理由の
説明要求（②から5日後（注1））   中10日（注1)

入札説明書及び見積りに必要な資料に関する質
問書に対する回答期限（④の3日前）

設計共同体認定の通知 ②　競争参加資格の確認・通知

入札説明書及び見積りに必要な資料に関する質
問書の提出期限（④の8日前）

理由の説明要求に係る回答

⑤　入札執行の日(④の翌日（注1）)
（入札公告文・説明書には標準的な日程(注3)の入札日を記載。）

追加資料の提出の連絡

追加資料の提出期限 　14日程度

ヒアリングの実施

(条件付き)落札者決定　（注2）
（公告文等に決定日を記入するところはありません。）

非落札理由の説明要求

年末年始期間（12/29
～1/3）は加算しない。



３．要件の設定
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競争参加者に関する要件

1. 基本的要件
2. 資本関係、人的関係に関する要件

3. 業務拠点に関する要件

すべての業務に共通する。

業務内容に応じて設定する。
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業務拠点に関する要件（地域要件）の設定

業務拠点に関する要件（地域要件）の基本的な考え方

小 中 大

1,000万円以下
1,000万円超
2,000万円以下

2,000万円超

標準プロポーザル 絞り込み条件

（簡易）公募型
業務拠点に関する
要件

総合評価落札方式 （簡易）公募型
業務拠点に関する
要件

業務内容、業者数に
応じて適宜設定

（簡易）公募型
業務拠点に関する
要件

業務内容、業者数に
応じて適宜設定

通常指名型 絞り込み条件

原則として、「近畿地方整備局管内に本
店、支店又は営業所」

プロポーザル方式

価格競争方式

業務規模（目安）

発注方式 区分

設定しない

設定しない

設定しない

業務内容、業者数に応じて適宜設定

33

※

※

※補償コンサルタント業務では適宜設定



設計共同体の設定

• 単体企業に加え、設計共同体の参加も認める

共同設計方式

共同設計方式の対象となる入札契約方式

• 公募型プロポーザル方式
• 簡易公募型*プロポーザル方式
• 総合評価落札方式

* 簡易公募型に準ずる方式も含む

設計共同体の内容

• 構成員の数及び出資比率に関する要件は付さない

建設コンサルタント業務等における共同設計方式の取扱いについて（平成
26年7月11日改正、国地契第20号、国官技第99号、国営整第84号）

34

（補償コンサルタント業務除く）



• 当該業務に対応する同一の業種区分の有資格者
の組合せ

• 当該業務に対応する異なる業種区分の有資格者
の組合せ

設計共同体の組合せ

設計共同体の業務形態

• 構成員の分担業務は、必要以上に細分化しない

• 設計共同体によることで業務が必要以上に細分化
され非効率となる場合などは設計共同体の参加を
認めない

• 一の分担業務を複数の構成員が共同して実施する
ことは認めない

設計共同体の設定

35



設計共同体の目的

平成２２年３月１６日「調査・設計等分野における品質確保に関する懇談会
（第２回）」資料５より

設計共同体の設定

36



設計共同体の競争参加の取扱について 【平成３０年４月公示より】

37

建設コンサルタント業務等（港湾空港関係を除く）に係る設計共同体としての競争参加者の資格
（以下「設計共同体としての資格」という。）の申請手続きについては業務毎に公示を行っていまし
たが、平成３０年４月より年間を通じて公示します。
競争参加者の皆様の手続き方法について変更はございません。

設計共同体としての競争参加に係る事項については、発注方式毎で確認願います。

なお、組み合わせにかかる競争参加資格の業種区分については、業務の手続開始の公示より
確認すること。

競争参加者の
資格に関する
公示
近畿地方整備局長

平成２９年度まで

競争参加者の
資格に関する
公示
近畿地方整備局長

手続開始の公
示
JVあり
分任支出負担行
為担当官

手続開始の公
示
JVあり
支出負担行為担
当官

手続開始の公
示
JV なし
分任支出負担行
為担当官

設
計
共
同
体
の
参
加

調
達
案
件
の
公
示

（公示なし）

個別業務毎の公示に合わせ、設計共同体の参加の公示

競争参加者の資格に関する公示
【全業務共通】
近畿地方整備局長

平成３０年度から

※ 競争参加者の資格に関

する公示は、個別の調達
案件毎にダウンロードシ
ステムに掲載予定。

手続開始の公
示
JVあり
分任支出負担行
為担当官

手続開始の公
示
JVあり
支出負担行為担
当官

手続開始の公
示
JV なし
分任支出負担行
為担当官

設計共同体の参加の公示は年間を通じて公示
個別業務毎の公示に示す要件から設計共同体適用の有無を確認



参加表明者に関する要件

1. 同種又は類似業務等の実績に関する要件
業務内容に応じて設定する。

2. 実績の業務成績に関する要件
すべての業務に共通する

38



3. 手持ち業務量制限に関する要件

4. 実績の業務成績に関する要件

技術者に関する要件

1. 資格に関する要件

すべての業務に共通する。

業務区分（土木設計業務、測量業務など）に応じて
適用される共通仕様書に基づき、業務内容に応じ
て設定する。

* 業務内容に応じて設定した資格要件は特記仕
様書に記載する。

業種区分に応じて設定する。

2. 同種又は類似業務等の実績に関する要件
業務内容に応じて設定する。

39



手持ち業務量の制限等の算定方法について
• 複数年契約の業務の場合は、契約金額を履行期間の総月数（注1）で除し、当該年度の履行月数を乗じた金額とする。
• また設計共同体として受注した業務の場合は、総契約金額に出資比率を乗じた金額（注2）とする。
注１ 月数については、各月の日数に関係なく履行期間に含まれる月をひと月として算定する。
注２ テクリスに登録されている場合においては、テクリス登録の請負金額とする。なお、提出された資料により出資比率等で分担金

額が確認出来ない場合は、総契約金額（当該年度分）とする。

手持ち業務量の制限

40

【平成30年4月より】

手持ち業務量（本業務を含まず、特定後未契約のものを含む。）
国土交通省以外の発注者（民間、国内外を問わない）の業務を含めた全ての手持ち業務※との契約金額の合計が５億円未満かつ

手持ち業務の件数が１０件未満である者。ただし、手持ち業務のうち、国土交通省の所管に係る建設コンサルタント業務等（港湾空港
関係及び営繕工事に係るものを除く。）において調査基準価格を下回る金額で落札した業務がある場合には、手持ち業務量の契約金
額を５億円から２．５億円に、件数を１０件から５件にするものとする。

発注業務

業務履行期間

公示日 契約日

手続き期間

１年度 ２年度 ３年度

手持ち業務手持ち業務（対象外） 手持ち業務

例：公示日現在の手持ち業務量

当該年度の履行月数（２３ヶ月）
履行開始日
（４／２０）

業務期限日（２／２）履行期間の総月数（３５ヶ月）A・B設計共同体 出資比率 ６０％ 総契約金額 15,000万円

手持ち業務量 15,000万円×（２３ヶ月／３５ヶ月）×６０％＝5,914万円

A者

手持ち業務

発注業務が
複数年の場合

業務履行期間

公示日 契約日

手続き期間

１年度 ２年度 ３年度

手持ち業務手持ち業務（対象外） 手持ち業務（対象外）

当該年度の履行月数（１２ヶ月）
履行開始日
（４／２０）

履行期間の総月数（３５ヶ月）A・B設計共同体 出資比率 ６０％ 総契約金額 15,000万円

手持ち業務量 15,000万円×（１２ヶ月／３５ヶ月）×６０％＝3,086万円

A者

発注業務が
単年の場合

（管理技術者等（土木関係建設コンサルタント業務における管理技術者及び担当技術者、測量又は地質調査業務における主任技術者及び担当技術者、補償関係
コンサルタント業務における主任担当者及び担当技術者、又は他の業種においてはこれらに相当する技術者をいう。）となっている他の業務のうち５００万円以上の
業務。ただし、国土交通省の所管に係る業務で、繰越明許費に係る翌年度にわたる債務負担（翌債）（財政法第４３条の３）により、履行期間を延長して前年度から
当該年度に繰越を行ったもの（新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止措置を事由とした業務以外で事故繰越し（財政法第４
２条ただし書き）を行った業務は除く。）は手持ち業務に含まない。

※

【令和2年4月より】

【令和3年8月より】



４．評価項目の設定
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評価項目の入札契約方式による違い

評価項目の内容は、入札契約方式によって異なる

評価の
段階

評価基準の名称 入札契約方式 略称

選定段階

入札参加者を指名するため
の基準

（簡易）公募型競争入札
（価格競争、総合評価落札方式）

競

技術提案書の提出者を選定
するための基準

（簡易）公募型プロポーザル方式 プ

特定段階

技術評価点を算出するため
の基準

（簡易）公募型競争入札
（総合評価落札方式）

競

技術提案書を特定するため
の評価基準

（簡易）公募型プロポーザル方式
標準プロポーザル方式

プ

42



技術等の評価の基本的な考え方

プロポーザル方式及び総合評価落札方式の技術等の評価の配点イメージ

43

35～45%
(40%)

技術者の
成績表彰

5～10%

(10%)

プロポーザル方式
技術者
の実績
等

5～10%

(10%)

総合評価落札方式
（１：３）

価格点
技術者
の実績
等

5～10%

(10%)

総合評価落札方式
（１：３）技術者重視型

価格点
技術者
の実績
等

37～52%
(48%)

総合評価落札方式
（１：２）

総合評価落札方式
（１：１）

総合評価落札方式
（業務能力評価型）

選定・指名段階
（共通）

特定・入札段階

評価テーマ

技術者の
成績表彰

(40%)

(15%) (25%)

企業の実
績等

企業の
成績表彰

技術者の実績
等

(20%)

(15%) (50%)

(60%)(15%)(15%)

価格点 （簡易な）実施方針

(100%)

(50%)

実施方針

価格点

価格点 実施方針

技術者の
成績表彰

7.5～15% 18～25.5% 15～30%

12.5～25% 25～37.5% 50%

(25%)

技術者の
実績等

技術者の
実績等

技術者の
成績表彰

技術者の
成績表彰

技術者の
成績表彰

実施方針

評価テーマ

実施方針

(50%)(25%) (25%)

(15%) (18%) (19%)

40～45% 50%

実施方針

10～15% 25～35% 15～20%

15～20% 12.5～25% 50～62.5%

15～20% 12.5～25% 50～62.5%

評価テーマ



評価の対象となる範囲の違い

• 企業と技術者の実績を認める年数の違い
項目 企業 技術者

同種または類似業務の実績 過去10年間

テクリス評価点 過去2年間 過去4年間

表彰の実績 過去2年間 過去4年間

項目
総合評価落札方式

（一般競争入札方式除く）
プロポーザル方式

表彰の実績範囲
近畿地方整備局発注の業
務、他局発注の連記業務

国土交通省の発注業務と、
沖縄総合事務局開発建設部
の発注業務

• 入札契約方式による実績を認める範囲の違い

44※業務実績には港湾空港関係を除く

※業務実績には港湾空港関係を除く

※土木関係建設コンサルタント業務、測量、地質調査業務の例



評価項目の設定

評価年度の定義

45

評価項目 評価年度 定義 年度開始前の
公示・公告の場合

実績等 過去10年間 公示日の10年前の年度当初日から公示
日までの期間

契約年度の10年前の年度当初日から
公示年度（完了予定を含む）までの期
間

成績・表彰 過去4年間 公示日が7月まで：公示日の5年前に該当
する年度から2年前に該当する年度まで
の期間

公示日が8月以降：公示日の4年前に該
当する年度から前年に該当する年度まで
の期間

契約年度の5年前に該当する年度から
公示日の前年に該当する年度までの
期間

過去2年間 公示日が7月まで：公示日の3年前に該当
する年度から2年前に該当する年度まで
の期間

公示日が8月以降：公示日の2年前に該
当する年度から前年に該当する年度まで
の期間

契約年度の3年前に該当する年度から
公示日の前年に該当する年度までの
期間

※土木関係建設コンサルタント業務、測量、地質調査業務の例



標準配点

配点
資格要件（当該部門の建設コンサルタント登録等） ◎ 5
同種・類似業務等の実績（過去10年） ◎ 10
業務成績（過去2年） ◎ 20
業務表彰（過去2年） ◎ 5

40

配点
技術者資格等 ◎ 5
同種・類似業務等の実績（過去10年） ◎ 10
地域精通度（過去10年） ○ 5
業務成績（過去4年） ◎ 15
同種・類似業務の成績（過去10年） ◎ 20
業務表彰（過去4年） ◎ 5

資格・実績等 手持ち業務 ◎ －
技術者資格等 △ －
手持ち業務 △ －
同種・類似業務の成績（過去10年） △ －

成績・表彰 業務表彰（過去4年） △ －
配置予定照査技術者の経験及び能力 資格・実績等 技術者資格等 ○ －

60

評価項目 配点
業務実施体制 ◎ －

100 

入札参加者を指名するための基準
技術提案書の提出者を選定するための基準

「◎」：必須、「○」：必要に応じ設定、「△」：標準では設定しない

業務実施体制の妥当性

資格・実績等

資格・実績等

成績・表彰

成績・表彰

資格・実績等

小計

評価の着目点

配置予定担当技術者の経験及び能力

評価項目 評価の着目点

配置予定管理技術者の経験及び能力

小計

合計

評価項目 評価の着目点

参加表明者＜企業＞の経験及び能力

指名・選定段階の評価項目

標準配点（選定段階）

46

※土木関係建設コンサルタント業務、測量、地質調査業務の例

* 共通



指名・選定段階の評価項目

資格・実績等

企業

• 近畿地方整備局における一般競争参加資格の
当該業務に関する部門の登録を評価

• 過去10年間における実績について同種業務の
数などを評価

* 共通

47

※土木関係建設コンサルタント業務、測量、地質調査業務の例



指名・選定段階の評価項目

成績・表彰

• 過去２年間に完了した業務のテクリス平均点を評価
• 国土交通省と沖縄総合事務局開発建設部の発注業務
（港湾空港関係を除く）が対象

成績

• 国土交通省及び沖縄総合事務局開発建設部（港湾空港関
係を除く）発注の過去２年間に完了した同種又は類似業務の
優良工事等施工者表彰の経験を評価（プ）

• 近畿地方整備局※（港湾空港関係を除く）発注の過去２年間
に完了した業務の優良工事等施工者表彰の経験を評価（競）

表彰

* 共通

* 共通でない

企業

48

※土木関係建設コンサルタント業務、測量、地質調査業務の例

各地方整備局等に共通する業務を代表する地方整備局等が発注する場合については、
他地方整備局等の表彰も当該地方整備局の表彰と同等に評価する。

※



指名・選定段階の評価項目

資格・実績等

• 保有資格を加点評価する。（国土交通省登録技術者資
格を必要に応じ設定）

技術者資格等 * 共通

同種又は類似業務の実績

• 過去10年間に完了した同種又は類似業務の実績等を評
価する。（※）

* 共通

地域精通度 *任意項目
• 過去10年間に完了した業務の実績を、受注地域により評
価する。（※）

* 共通

管理技術者

49
（※）期間中に産前・産後・育児休業、介護休業及び疾病休業を取得した場合は、

長期休暇期間に相当する期間を実績として求める期間に加える。

※土木関係建設コンサルタント業務、測量、地質調査業務の例



指名・選定段階の評価項目

成績・表彰

• 過去4年間に完了した業務のテクリス平均点を評価
• 国土交通省と沖縄総合事務局開発建設部の発注業務
（港湾空港関係を除く）が対象

成績 * 共通

同種又は類似業務の成績

• 過去10年間に完了した同種又は類似業務のテクリス評
価点を評価（※）

• 国土交通省と沖縄総合事務局開発建設部の発注業務
（港湾空港関係を除く）が対象

管理技術者

50
（※）期間中に産前・産後・育児休業、介護休業及び疾病休業を取得した場合は、

長期休暇期間に相当する期間を実績として求める期間に加える。

※土木関係建設コンサルタント業務、測量、地質調査業務の例

（※）



指名・選定段階の評価項目

成績・表彰

• 国土交通省及び沖縄総合事務局開発建設部（港湾空港関係を除
く）発注の過去４年間に完了した同種又は類似業務の優秀建設
技術者表彰又は優良工事等施工者表彰の経験を評価（プ）

• 近畿地方整備局（港湾空港関係を除く）発注の過去４年間に完了
した業務の優秀建設技術者表彰又は優良工事等施工者表彰の
経験を評価（競）

• 照査技術者の実績は認めない

表彰 * 共通でない

管理技術者

51

※土木関係建設コンサルタント業務、測量、地質調査業務の例

（※1）

（※1）（※2）

（※1）期間中に産前・産後・育児休業、介護休業及び疾病休業を取得した場合は、
長期休暇期間に相当する期間を実績として求める期間に加える。

（※2）各地方整備局等に共通する業務を代表する地方整備局等が発注する場合については、
他地方整備局等の表彰も当該地方整備局の表彰と同等に評価する。



指名・選定段階の評価項目

資格・実績等 *任意項目

• 配置予定担当技術者について項目を設ける場
合は、要件として設定するため、選定段階では
数値化しない。

• 入札段階では、担当技術者の評価は必須として
いる。

* 共通

担当技術者

52

※土木関係建設コンサルタント業務、測量、地質調査業務の例



指名・選定段階の評価項目

資格・実績等 *任意項目

• 配置予定照査技術者について項目を設ける場
合は、要件として設定するため、数値化しない。

* 共通

照査技術者

53

※土木関係建設コンサルタント業務、測量、地質調査業務の例



入札・特定段階の評価項目

54

標準配点（特定段階）

※国土交通省登録資格の設定により配点は異なるものである。

※土木関係建設コンサルタント業務、測量、地質調査業務の例

技術者資格等 ◎ 2 ◎ 2 ◎ 2 ◎ 2 ◎ 4 － －
同種・類似業務等の実績（過去10年） ◎ 2 ◎ 2 ◎ 4 ◎ 4 ◎ 8 － －
技術者資格等 ○ ○ ○ ○ ○ － －
同種・類似業務等の実績（過去10年） ◎ 2 ◎ 2 ◎ 2 ◎ 4 ◎ 4 － －

照査技術者 技術者資格等 ○ 2 ○ 1 ○ 2 ○ 2 ○ 4 － －
管理技術者 ○ 1 ○ 2 ○ － ○ 2 ○ 3 － －
担当技術者 ○ 1 ○ 1 ○ － ○ 1 ○ 2 － －
管理技術者 ◎ 8 ◎ 8 ◎ 38 ◎ 10 ◎ 12 － －
担当技術者 ◎ 4 ◎ 4 ◎ － ◎ 5 ◎ 8 － －
管理技術者 ◎ 2 ◎ 2 ◎ 2 ◎ 2 ◎ 3 － －
担当技術者 ◎ 1 ◎ 1 ◎ － ◎ 1 ◎ 2 － －

25 25 50 33 50 0

◎ 3 ◎ 5 ◎ 10 ◎ 4 ◎ 10 － －
◎ 3 ◎ 5 ◎ 10 ◎ 4 ◎ 10 － －
◎ 3 ◎ 5 ◎ 10 ◎ 4 ◎ 10 － －
◎ 3 ◎ 5 ◎ 10 ◎ 4 ◎ 10 － －
○ 3 ○ 5 ○ 10 ○ 3 ○ 10 － －
－ － － － － － － － － － ◎ 60

15 25 50 19 50 60

◎ 14 ◎ 13 － － ◎ 24 － － － －
◎ 10 ◎ 12 － － ◎ 24 － － － －
○ 6 － － － － － － － －

テーマ2 ◎ 30 ◎ 25 － － － － － － －
60 50 0 48

100 100 100 100 100 60

上記同様
小計

評価項目 評価の着目点

資格・実績等 管理技術者

テーマ1

「◎」：標準、「○」：必要に応じ設定、「－」：設定しない

１：２

的確性
実現性
独創性

１：３

業務成績（過去4年）

業務表彰（過去4年）

１：３ １：３（技術者重視型）

総合評価落札方式
１：３ １：３（技術者重視型） １：２

評価項目

合計

ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ評価の着目点
総合評価落札方式

評価の着目点 ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ
総合評価落札方式

１：１ 業務能力評価型

小計

評価項目

成績・表彰等

地域精通度（過去10年）

担当技術者

配置予定
技術者の
経験及び能
力

ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ
業務能力評価型

簡易な実施方針（業務理解度、工程表）

１：３（技術者重視型） １：２ １：１ 業務能力評価型

小計

その他（有益な代替案、重要事項の指摘と重要事項の指摘に対する対応）
その他（地域の実情を把握した上で業務の円滑な実施に関する提案）

実施手順
工程表

業務理解度

１：１



入札・特定段階の評価項目

資格・実績等

同種又は類似業務の実績

• 過去10年間に完了した同種又は類似業務の実績等を評
価する。 （※）

* 共通

地域精通度（管理・担当技術者） *任意項目
• 過去10年間に完了した業務の実績を、受注地域により評
価する。 （※）

* 共通

管理・担当技術者

• 保有資格を加点評価する。（国土交通省登録技術者資
格を必要に応じ設定。）

技術者資格等 * 共通

55
（※）期間中に産前・産後・育児休業、介護休業及び疾病休業を取得した場合は、
長期休暇期間に相当する期間を実績として求める期間に加えること。

※土木関係建設コンサルタント業務、測量、地質調査業務の例



入札・特定段階の評価項目

成績・表彰

• 過去4年間に完了した業務のテクリス平均点を評
価する。 （※）

• 国土交通省と沖縄総合事務局開発建設部の発
注業務（港湾空港関係を除く）が対象

成績 * 共通

管理・担当技術者

56
（※）期間中に産前・産後・育児休業、介護休業及び疾病休業を取得した場合は、
長期休暇期間に相当する期間を実績として求める期間に加えること。

※土木関係建設コンサルタント業務、測量、地質調査業務の例



入札・特定段階の評価項目

成績・表彰

表彰 * 共通でない

管理・担当技術者

57

※土木関係建設コンサルタント業務、測量、地質調査業務の例

• 国土交通省及び沖縄総合事務局開発建設部（港湾空港関係を除
く）発注の過去４年間に完了した同種又は類似業務の優秀建設
技術者表彰又は優良工事等施工者表彰の経験を評価（プ）

• 近畿地方整備局（港湾空港関係を除く）発注の過去４年間に完了
した業務の優秀建設技術者表彰又は優良工事等施工者表彰の
経験を評価（競）

• 照査技術者の実績は認めない

（※1）期間中に産前・産後・育児休業、介護休業及び疾病休業を取得した場合は、
長期休暇期間に相当する期間を実績として求める期間に加える。

（※2）各地方整備局等に共通する業務を代表する地方整備局等が発注する場合については、
他地方整備局等の表彰も当該地方整備局の表彰と同等に評価する。



民間資格の登録制度

民間資格の登録制度の創設と活用

社会資本の維持管理を適切に行っていくためには、当該社会資本がどの
ような設計に基づいて建設されているか、といった知識・情報も重要であ
る。一方、社会資本の新設にあたっては、建設後どのように機能維持され
るか、といった知識・情報も重要である。すなわち、社会資本の維持管理と
新設は、表裏一体の関係にあり、新設の調査・設計等においても、民間資
格の登録制度の早期の構築が必要。

背景

管理・担当技術者

58

平成26年11月28日、点検、診断、設計等の業務内容に応じた必要な知識・技術を明確化し
、それを満たす技術者資格の登録について定めた登録規程が制定され、平成27年1月26
日に登録資格が公表された。

これまでに5回の公募を行い全288資格が登録されており、令和2年2月5日には新たに32
資格を追加登録するとともに、平成27年1月26日登録の50資格について更新を行った。

入札契約手続きに際し、下記の段階において上記、登録技術者資格（320資格）を「加点評
価する資格」に位置づける。

プロポーザル方式の選定段階・特定段階、総合評価落札方式の指名段階・入札段階



技術者資格登録の経緯（Ｈ２６～）
管理・担当・照査

技術者

59

平成26年11月28日 技術者資格登録規程 告示 ※維持管理分野（点検・診断等）を対象

平成27年10月26日 技術者資格登録規程 一部改正
※維持管理分野の施設拡充、新設分野（計画・調査・設計）も対象

第１回登録 ５０資格（維持管理分野）※公募期間H26.11～12月平成27年 1月26日

平成27年度

平成28年 2月24日

○平成26年度に、技術者資格登録規程（※）の制定により民間資格の登録制度を構築するとともに、維持管理分野５０資
格を登録。
○令和２年度は８資格が追加登録、平成27年度登録の111資格が更新され、全体で３２８資格が登録されている。

第２回登録 １１１資格（維持管理分野49、新設分野62）※公募期間H27.10～12月

平成26年度

第３回登録 ５０資格（維持管理分野37、その他13）※公募期間H28.11～12月平成29年 2月24日

平成29年度
平成30年 2月27日

技術者資格登録規程 一部改正
※維持管理分野（2分野）、計画・調査・設計分野（1分野）の拡充

平成29年11月22日

技術者資格登録規程 一部改正 ※維持管理分野の拡充

第５回登録 ３７資格（維持管理分野）※公募期間H30.11～12月

平成30年度 平成30年11月 2日

平成31年 1月31日

平成28年度

第６回登録 ３２資格（維持管理分野30、その他2）令和 2年 2月 5日
令和元年度

※令和3年2月10日以降公示から活用

技術者資格登録規程 一部改正 ※更新に関する規定を改正令和 1年11月 7日

第４回登録 ４０資格（維持管理分野36、その他4）※公募期間H29.11～12月

第７回登録 ８資格（維持管理分野6、その他2）※公募期間R2.10月令和3年 2月10日令和２年度



民間資格の登録制度が対象とする業務範囲
管理・担当・照査

技術者

測量
（地質）
調査

設計

国

計画 設計 施 工 維持管理

工事

発 注 発 注発 注発 注

（概念図）

発 注

計画

発 注

（測量法）

【新たに対象として追加】
計画・調査・設計分野における
技術者の民間資格の登録制度

【登録規程の告示（H26.11.28） 】
※一部拡充
維持管理分野における技術者
の民間資格の登録制度

○施設等の対象 ： 国土交通省所管の社会資本分野。
○業務の対象 ： 工事完成後の点検、診断等に加え、計画、調査、設計分野を対象に追加

あわせて、点検・診断等の維持管理分野も拡充。
⇒平成27年10月16日 技術者資格登録規程 改正

（ 都道府県、 市町村 ）

調査

点
検

診
断

設計
（維
持管
理）
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計画・調査・設計分野における対象とする区分
(施設分野−業務−知識・技術を求める者)

専門分野 横断分野

部門

河
川
、
砂
防
及
び

海
岸
・海
洋

港
湾
及
び
空
港

道
路

下
水
道

造
園

都
市
計
画
及
び
地
方
計
画

建
設
機
械

土
木
機
械
設
備

建
設
電
気
通
信

地
質
・土
質

宅
地
防
災

建
設
環
境

業務

河
川
・ダ
ム

砂
防

地
す
べ
り
対
策

急
傾
斜
地
崩
壊
等
対
策

海
岸

港
湾
（※

）

空
港

道
路

橋
梁

ト
ン
ネ
ル

下
水
道

都
市
公
園
等

都
市
計
画
及
び
地
方
計
画

建
設
機
械

土
木
機
械
設
備

電
気
施
設
・通
信
施
設
・制
御
処
理
シ
ス
テ
ム

地
質
・土
質

宅
地
防
災

建
設
環
境

計画

調査

設計

施
設
分
野
等

※潜水作業が伴う調査の場合のみ、担当技術者にも知識・技術を求める

管理技術者と照査技術者両者（両者に同様の知識・技術を求める）

知識・技術を求める者: 管理技術者

管理・担当・照査
技術者
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維持管理分野における対象とする区分
(施設分野−業務−知識・技術を求める者)

管理・担当・照査
技術者

62

担当技術者

管理技術者

管理技術者と担当技術者両者

知識・技術を求める者:

業務分野

強
調

（
鋼
橋

）

橋
梁

（
コ
ン
ク
リ
ー

ト
橋

）

ト
ン
ネ
ル

（
土
工

）

道
路
土
工
構
造
物

（
シ

ェ
ッ
ド

・

大

型

カ

ル

バ
ー

ト

等

）

道
路
土
工
構
造
物

舗
装

小
規
模
附
属
物

堤
防
・
河
道

砂
防
設
備

地
す
べ
り
防
止
施
設

急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設

海
岸
堤
防
等

下
水
道
管
路
施
設

港
湾
施
設

空
港
施
設

公
園
施
設

（
遊
具

）

土
木
機
械
設
備

点検

診断

設計
（維持管理）

計画策定
（維持管理）

港湾部門
土木
機械
設備

空港
都市
公園

道路 河川 砂防 海岸 下水道

施
設
分
野
等



配置予定技術者の評価基準一覧①（発注時参照）
管理・担当・照査

技術者

63

部
門

都
市
計
画
及
び
地
方
計
画

建
設
機
械

土
木
機
械
設
備

建
設
電
気
通
信

地
質
･
土
質

宅
地
防
災

建
設
環
境

下
水
道

河
川
･
ダ
ム

堤
防
・
河
川

砂
防

砂
防
設
備

地
す
べ
り
対
策

地
す
べ
り
防
止
施
設

急
傾
斜
地
崩
壊
等
対
策

急
傾
斜
崩
壊
防
止
施
設

海
岸

海
岸
堤
防
等

道
路

橋
梁

橋
梁

（
鋼
橋

）

橋
梁

（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋

）

ト
ン
ネ
ル

（
土
工

）

道
路
土
工
構
造
物

（
シ

ェ
ッ
ド

・

大

型

カ

ル

バ
ー

ト

等

）

道
路
土
工
構
造
物

舗
装

小
規
模
附
属
物

都
市
公
園
等

公
園
施
設

（
遊
具

）

都
市
計
画
及
び
地
方
計
画

建
設
機
械

土
木
機
械
設
備

電
気
施
設
・
通
信
施
設

制
御
処
理
シ
ス
テ
ム

地
質
･
土
質

宅
地
防
災

建
設
環
境

港
湾

空
港

下
水
道

計画 ⑤ - ⑤ - ⑤ - ⑤ - ⑤ - ⑤ ⑤ - - ⑤ - - - - ⑤ - ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ① ⑤ ① ⑤ ⑤ ②

調査 ⑤ - ⑤ - ⑤ - ⑤ - ⑤ - ⑤ ⑤ - - ⑤ - - - - ⑤ - ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ② ⑤ ② ⑤ ⑤ ②

設計 ⑤ - ⑤ - ⑤ - ⑤ - ⑤ - ⑤ ⑤ - - ⑤ - - - - ⑤ - ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ① ⑤ ① ⑤ ⑤ ②

点検 - ④ - ② - ② - ② - ② - - ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ - ④ - - - - - - - ② ② ④

診断 - ④ - ② - ② - ② - ② - - ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ - ④ - - ② - - - - ② ② ②

※上記に該当しない施設、業務については、①を適用すること。

知識・技術を求める者： ①→登録が無い場合 ④→管理技術者及び担当技術者に係る資格の登録がある場合
②→管理技術者に関わる資格のみ登録がある場合 ⑤→管理技術者及び照査技術者に係る資格の登録がある場合
③→担当技術者に係る資格のみ登録がある場合

港
湾
お
よ
び
空
港

分野

河
川
関
係

造
園

道
路
関
係

施
設
分
野

業
務



①登録が無い場合

資格評価の有無 評価順位 資格評価の有無 評価順位

管理技術者 有
①技術士、博士
②　①以外

有
①技術士、博士
②　①以外

担当技術者 無 － 無 －

照査技術者（配置する場合） 無 － 有
①技術士、博士
②　①以外

②管理技術者に係る資格のみ登録がある場合

資格評価の有無 評価順位 資格評価の有無 評価順位

管理技術者 有
①技術士、博士
②国土交通省登録技術者資格
③　①、②以外

有
①技術士、博士
②国土交通省登録技術者資格
③　①、②以外

担当技術者 無 － 無 －

照査技術者（配置する場合） 無 － 有
①技術士、博士
②　①以外

③担当技術者に係る資格のみ登録がある場合

資格評価の有無 評価順位 資格評価の有無 評価順位

管理技術者 有
①技術士、博士
②　①以外

有
①技術士、博士
②　①以外

担当技術者 無 － 有
①技術士、博士、国土交通省登録技術者資格
②　①以外

照査技術者（配置する場合） 無 － 有
①技術士、博士
②　①以外

④管理技術者及び担当技術者に係る資格の登録がある場合

資格評価の有無 評価順位 資格評価の有無 評価順位

管理技術者 有
①技術士、博士
②国土交通省登録技術者資格
③　①、②以外

有
①技術士、博士
②国土交通省登録技術者資格
③　①、②以外

担当技術者 無 － 有
①技術士、博士、国土交通省登録技術者資格
②　①以外

照査技術者（配置する場合） 無 － 有
①技術士、博士
②　①以外

⑤管理技術者及び照査技術者に係る資格の登録がある場合

資格評価の有無 評価順位 資格評価の有無 評価順位

管理技術者 有
①技術士、博士
②国土交通省登録技術者資格
③　①、②以外

有
①技術士、博士
②国土交通省登録技術者資格
③　①、②以外

担当技術者 無 － 無 －

照査技術者（配置する場合） 無 － 有
①技術士、博士
②国土交通省登録技術者資格
③　①、②以外

指名・選定段階 入札、特定段階

指名・選定段階 入札、特定段階

指名・選定段階 入札、特定段階

指名・選定段階 入札、特定段階

指名・選定段階 入札、特定段階

①～⑤で、配置予定技術者の各段階での評価が異なりますので、留意願います。

配置予定技術者の評価基準一覧②（発注時参照）
管理・担当・照査

技術者
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５．総合評価落札方式における落札者の決定方法
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総合評価落札方式における落札者の決定方法について

総合評価落札方式
の種類

価格評価点の配分点 技術評価点の満点

簡易型（１：１） 60点 60点

標準型（１：２） 30点 60点

標準型（１：３） 20点 60点

３）算出方法

評価値の最も高い者を落札者とする。評価値の算出方法は加算方式とする。

１）評価値の算出方法
評価値＝価格評価点＋技術評価点

２）価格評価点と技術評価点の設定

価格評価点＝（価格評価点の配分点）×（１－入札価格／予定価格）

技術評価点＝（技術評価点の満点）×
技術評価の得点合計
技術評価の配点合計
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総合評価落札方式における落札者の決定方法について

４）履行確実性の評価

技術評価の得点合計＝（①に係る評価点）

＋（技術提案評価点）×（④の評価に基づく履行確実
性度）

技術提案評価点＝（②に係る評価点）＋（③に係る評価点）※
① 配置予定技術者の経験及び能力
② 実施方針
③ 評価テーマに対する技術提案
④ 技術提案の履行確実性
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総合評価落札方式 「履行確実性」を加えた技術評価

◆総合評価の低入札業務においては業務成績評定点における低評価が顕著になる傾向
があり、技術提案の内容が適正に履行されないおそれ

◆技術提案の評価項目に 「履行確実性」を加えた技術評価を実施
※建設コンサルタント業務等における総合評価落札方式に関する新たな品質確保対策の試行について
（平成22年4月27日国土交通省大臣官房技術調査課長通達）

◆対象業務：予定価格が1千万円を超える業務。 【平成２２年６月２１日より適用】

低価格受注対策の更なる強化

平成２５年１０月から総合評価落札方式（業務能力評価型）を試行し、平成２７年１０月
から本格運用。
５００万円を超える業務については原則価格競争を廃止し、総合評価落札方式で実施
することで、履行確実性評価の試行拡大を図る。

●予定価格が５００万円を超え１０００万円以下の業務においては、調査基準価格の設
定がないことから、低価格の入札・契約があった場合の対応ができない。 このため、
調査基準価格に相当する基準価格として、「品質確保基準価格」を設定する。

※なお、価格競争では技術提案の評価が無いことから、調査基準価格又は品質確保基準価格を下回る価格
での入札となった場合については、「履行確実性」を加えた技術評価は行わず、低価格受注となる。
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◆低入札等業務（低価格受注）とは

• 「調査基準価格未満」又は、「品質確保基準価格未満」で受注したものをいう。

• 「調査基準価格未満」で入札し受注したものを「低入札業務」という。

◆調査基準価格とは

• 予決令第８５条の基準に基づく価格

• 当該契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあると認め

られる場合の基準
（政令：予定価格が１０００万円を超える工事又は製造その他についての請負契約で作成）

◆品質確保基準価格とは

• 予定価格が５００万円を超え１０００万円以下の業務において、調査基準価

格に相当する基準価格
（近畿地方整備局においては、平成２４年６月以降の手続きを開始する業務から設定）

低入札等業務（低価格受注）とは
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調査基準価格とは

予決令第８５条の基準に基づく価格

• 調査基準価格（当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれが
あると認められる場合の基準）は次のとおり。

調査基準価格＝（①＋②＋③＋④）×１．１０

業種区分 ① ② ③ ④ 上限 下限

測量業務
直接測量費
の額

測量調査費の額
諸経費の額に１０分の
４．８乗じて得た額

－
予定価格の

１０分の８．２

予定価格の

１０分の６

建築関係の建
設コンサルタン
ト業務

直接人件費
の額

特別経費の額

技術料等経費の額に

１０分の６を乗じて得た
額

諸経費の額に１０分の６
を乗じて得た額

予定価格の

１０分の８

予定価格の

１０分の６

土木関係の建
設コンサルタン
ト業務

直接人件費
の額

直接経費の額

その他原価の額に

１０分の９を乗じて得た
額

一般管理費等の額に

１０分の４．８を乗じて得
た額

予定価格の

１０分の８

予定価格の

１０分の６

地質調査業務
直接調査費
の額

間接調査費の額
に１０分の９を乗じ
て得た額

解析等調査業務費の
額に１０分の８を乗じて
得た額

諸経費の額に１０分の

４．８を乗じて得た額

予定価格の

１０分の８．５

予定価格の

３分の２

補償関係建設
コンサルタント
業務

直接人件費
の額

直接経費の額

その他原価の額に

１０分の９を乗じて得た
額

一般管理費等の額に

１０分の４．５を乗じて得
た額

予定価格の

１０分の８

予定価格の

１０分の６
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●予定価格が５００万円を超え１０００万円以下の業務においては、調査基準価
格の設定がないことから、低価格の入札・契約があった場合の対応ができない。
このため、調査基準価格に相当する基準価格として、

「品質確保基準価格」を設定する。

※1,000万円超の業務における平均的な調査基準価格の割合を適用

品質確保基準価格

品質確保基準価格とは

業　種　区　分 予定価格に対する割合
 土木関係建設コンサルタント業務 75%
 測量 78%
 地質調査業務 82%
 補償関係コンサルタント業務 79%

調査基準価格に相当する基準価格の設定

※業種区分は、業務に応じて、ひとつの業種区分の割合により算出。
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総合評価落札方式 「履行確実性」を加えた技術評価

○調査基準価格又は品質確保基準価格以上

入札参加者が調査基準価格又は品質確保基準価格以上で、提出資料（参加表明書
及び技術提案書）において 履行確実性が確認できると認められる場合は、ヒアリン
グを省略できる。

・入札辞退、無効、予定価格超過の者は含まない。
・提出資料により確認する項目は、下記のとおりとする。
・提出資料による確認の結果、疑義があった者については、電話によるヒアリングを実施する。

①業務の目的が理解されておらず、実施方針、実施フロー、工程計画、評価テーマの
妥当性が著しく劣っていないか。

②過度な技術提案内容（実施方針、実施フロー、工程計画、評価テーマ）になっていないか。
③業務の実施体制に問題がないか。

○調査基準価格又は品質確保基準価格未満

追加資料を求めるものとし、原則、対面によるヒアリングを行う。

72



総合評価落札方式 「履行確実性」を加えた技術評価

◆技術提案の履行確実性評価の審査・評価方法

手続開始の公示

入札

落札予定者の確定

参加表明書の提出
及び評価

指名通知送付

技術提案書提出
及び評価

履行確実性の
評価は

実施しない

履行確実性の評価
・ヒアリング（電話）

低入調査

本省報告
（次点者を落札者と

する場合）

落札者の決定

落札者の判定

N0

調
査
基
準
価
格
以
上

調査基準価格未満

予定価格超過
調査基準価格以上

予定価格以下

低入調査
関係

総合評価
関係

提出資料で
履行確実性

を確認

確認
できる

履行確実性の評価
・ヒアリング
（省略可）

確認
できない

入札書と予定
価格との確認

開札

追加資料の提
出に応じない
場合、ヒアリン
グに応じない
場合は入札無
効

履行確実性の評価
・追加資料
・ヒアリング

評価点の確定

「調査基準価格等」とは、「調査基準
価格又は品質確保基準価格」をいう。
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総合評価落札方式 「履行確実性」を加えた技術評価

◆技術提案の履行確実性評価の審査・評価方法

開札

入札書と予定
価格との確認

評価点の確定

ヒアリング

履行確実性の
評価は

実施しない

予定価格超過
調査基準価格以上

予定価格以下

追加資料の提出要請
及びヒアリングの
実施日・方法通知

追加資料の提出期限

２日以内

３日

５日

履行確実性の評価
・ヒアリング（電話）

提出資料で
履行確実性を確認

確認
できない

確認
できる

調査基準価格未満
履行確実性の評価

・ヒアリング（省略可）

・追加資料の提出に
応じない場合

・ヒアリングに
応じない場合

→入札無効
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◆技術評価点の算出方法
①予定技術者の経験及び能力
②実施方針など
③評価テーマに対する技術提案

④技術提案の履行確実性度 （5段階評価 1.00、0.75、0.50、0.25 、0.00)

技術評価点=技術評価点の配点（６０点）×（①＋（②＋③）×④）／（技術評価のウエイトの合計）

価格点

①予定技術者の経験
及び能力資格・実
績・成績・表彰等

②実施
方針

③評価テーマ

④を乗じる

価格点 （簡易な）実施方針

【業務能力評価型の場合（全て１：１）】

④を乗じる

「履行確実性」を加えた技術評価

◆技術提案の履行確実性評価の審査・評価方法
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◆総合評価落札方式 「履行確実性」を加えた技術評価

◆調査基準価格以上の者

技術提案の確実な履行の確保が必ずしも十分にされない具体的な事情が
ない限り、履行体制確実性度を１．０とし、これを技術提案評価点に乗じて
評価

◆技術提案の履行確実性評価の審査・評価方法

審査の視点
a)業務内容に対応した費用が計上されているか
b)担当技術者に適正な報酬が支払われることになっているか
c)品質管理体制が確保されているか
d)再委託先への支払いは適正か

◆調査基準価格未満の者

契約の内容に適合した履行がなされないおそれが高いことから、追加資料
を求め、提出された資料等を審査した上で履行確実度を算定し、これを技
術提案評価点に乗じて評価する。
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◆総合評価落札方式 「履行確実性」を加えた技術評価

◆技術提案の履行確実性評価の審査・評価方法
調査基準価格未満の者への審査（審査に用いる資料）

ⅰ、価格以外の要素が提示された入札書（技術提案の実施方針等）
ⅱ、履行体制確認のためのヒアリング結果
ⅲ、開札後に求める追加資料
・【様式１】 当該価格にて入札した理由
・【様式２】 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書
・【様式２－１】 一般管理費等の内訳書
・【様式３】 当該業務の履行体制
・【様式４】 手持ち建設コンサルタント業務等の状況
・【様式４－１】 手持ち業務の人工
・【様式５】 配置予定技術者名簿
・【様式５－１】 直接人件費内訳書
・【様式６】 手持機械の状況、（測量、地質調査業務に限る）
・【様式７】 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称及び発注者
・再委託先からの見積書（再委託先の押印があるもの）
・過去３ヶ月分の給与支払いが確認できる給与明細、賃金台帳の写し及び過去

３ヶ月分の法定福利費（事業者負担分）の負担状況が確認できる書面の写し
・給与規則の提示
・第三者照査受託予定書（受託予定企業の押印があるもの。第三者照査の実施が

定められている業務に限る）
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◆総合評価落札方式 「履行確実性」を加えた技術評価

◆技術提案の履行確実性評価の審査・評価方法
調査基準価格未満の者への審査（審査の目安）

a)業務内容に対応した費用が計上されているか

審査内容 様式 審査の目安

直接人件費、直接
経費、その他原価、
一般管理費等が必
要額を確保している
かを審査する。

様式１

様式２

様式２－１

様式５－１

様式６

○業務内容に応じて、全て必要額※以上を確保している又は必要
額を下回った費用についてはその理由が明確である。

×必要額を下回った費用に関する理由が明確でない。

×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正が
なく、審査する情報が十分でない。（ただし、提出資料の内容に大
幅な変更がある場合は、提出資料が不備であるとして「×」とす
る。）
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◆総合評価落札方式 「履行確実性」を加えた技術評価

◆技術提案の履行確実性評価の審査・評価方法
調査基準価格未満の者への審査（審査の目安）

b)配置技術者（照査技術者を除く）に適正な報酬が支払われることになっているか

審査内容 様式 審査の目安

配置予定技術者
（照査技術者を除
く）への適正な報
酬の支払いが確
保されているか

様式３

様式５

様式５－１

過去３ヶ月分の給与明
細書、賃金台帳及び法
定福利費（事業者負担
分）の負担状況が確認
できる書面の写し

給与規則の提示

○業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等に
おいて定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていて
も理由が明確である。

×明確でない。

×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がな
く、審査する情報が十分でない。（ただし、提出資料の内容に大幅な
変更がある場合は、提出資料が不備であるとして「×」とする。）

配置担当予定技
術 者 （ 照 査 技 術
者を除く）の人工
が適正であるか

様式４

様式４－１

様式７

○業務内容に応じて、人工が必要人工（標準案）を確保している又は
人工が必要人工（標準案）を下回っているがその理由が明確である。

×人工が必要人工（標準案）を下回っており、その理由が明確でない。

×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がな
く、審査する情報が十分でない。（ただし、提出資料の内容に大幅な
変更がある場合は、提出資料が不備であるとして「×」とする。）

上記の２つの内容のいずれも｢○｣の場合は、項目②の審査結果を｢○｣とし、それ以外を｢×｣とする。

※必要人工（標準案）：官積算
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◆総合評価落札方式 「履行確実性」を加えた技術評価

◆技術提案の履行確実性評価の審査・評価方法
調査基準価格未満の者への審査（審査の目安）

Ｃ)品質管理体制が確保されているか

審査内容 様式 審査の目安

照査予定技術
者への適正な
報酬の支払い
が確保されて
いるか

様式３

様式５

様式５－１

過去３ヶ月分給与明細書、
賃金台帳及び法定福利費
（事業者負担分）の負担状
況が確認できる書面の写し

給与規則の提示

○業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等に
おいて定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていて
も理由が明確である。

×明確でない。

×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がな
く、審査する情報が十分でない。（ただし、提出資料の内容に大幅な
変更がある場合は、提出資料が不備であるとして「×」とする。）

照査予定技術
者の人工が適
正であるか

様式４

様式４－１

様式７

○業務内容に応じて、人工が必要人工（標準案）を確保している又は
人工が必要人工（標準案）を下回っているがその理由が明確である。

×人工が必要人工（標準案）を下回っており、その理由が明確でない。

×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がな
く、審査する情報が十分でない。（ただし、提出資料の内容に大幅な
変更がある場合は、提出資料が不備であるとして「×」とする。）

上記の２つの内容のいずれも｢○｣の場合は、項目②の審査結果を｢○｣とし、それ以外を｢×｣とする。

※必要人工（標準案）：官積算
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◆総合評価落札方式 「履行確実性」を加えた技術評価

◆技術提案の履行確実性評価の審査・評価方法
調査基準価格未満の者への審査（審査の目安）

d)再委託先への支払いは適正か

審査内容 様式 審査の目安

再委託業務内容を
再委託先が確認し
ているか。

様式２

様式３

様式５－１

再委託先見積
書

○業務内容に応じて、再委託の内容、金額が明確である。

×明確でない。

×提出資料が不十分で、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、
審査する情報が十分でない。（ただし、提出資料の内容に大幅な変
更がある場合は、提出資料が不備であるとして「×」とする。）
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◆総合評価落札方式 「履行確実性」を加えた技術評価

◆技術提案の履行確実性評価の審査・評価方法
調査基準価格未満の者への審査（評価の目安）

a)業務内容に対応した費用が計上されているか、b)配置予定技術者に適正な
報酬が支払われることになっているか、c)品質管理体制が確保されているか、
d)再委託先への支払いは適正かの4つの審査項目の「○」の数に応じて
「履行確実性度」を評価する。

履行確実性度＝「○」と審査した項目数／４
技術提案の履行確実性（5段階評価 1,00、0.75、0.50、0.25 、0.00)
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◆総合評価落札方式 「履行確実性」を加えた技術評価

◆技術提案の履行確実性評価の審査・評価方法
調査基準価格未満の者への審査（審査の目安）

基本型
①再委託しないと
申請があった場合

②照査技術者
がいない場合

①、②両方
の場合

a)業務内容に対応した費用が
計上されているか。

○ ○ ○ ○

ｂ）配置予定技術者に適正な報酬が
支払われることになっているか。

○ ○ ○ ○

ｃ）品質管理体制が確保されて
いるか。

○ ○ ※１
b)で評価

※１
b)で評価

ｄ）再委託先への支払いは適正
か

○ ※２
a)、b)を参考に評
価

○ ※２
a)、b)を参考に評価

配点 １．０ １．０ １．０ １．０

０．７５ ０．７５ ０．７５ －

０．５ ０．５ ０．５ ０．５

０．２５ ０．２５ ０．２５ ０．２５

０ ０ ０ ０

・ｃ）項目の※１欄の評価 ： ｂ）と同じ評価とする
・ｄ）項目の※２欄の評価 ： ａ）、ｂ）両方が○の場合のみ「○」評価とする
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６．入札契約手続きの変更点
（令和3年8月以降）
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◆配置予定管理（主任）技術者の手持ち業務量の金額の上限を緩和。
契約金額の合計を４億円未満（調査基準価格を下回る金額で落札した業務がある場合には、２億円）

⇒契約金額の合計が５億円未満（調査基準価格を下回る金額で落札した業務がある場合には、２.５億円）

◆建設コンサルタント業務等は、管理技術者等が個々の業務の担当技術者を統括しで、

複数の業務を同時進行で実施することが通常

◆業務量の集中、労働条件の悪化等による業務成果品の品質低下を防ぐため、

手持ち業務量を設定していた。

土木設計業務等の契約額を平均4,000万円/件と想定

◆新たな業種として、事業促進PPPの導入・拡大（H２４年から導入）

※事業促進PPPとは、官民がパートナーシップを組み、官民双方の技術者が有する多様な知識・豊富な経験を

融合させながら、事業全体計画の整理、測量・調査・設計業務等の指導・調整、地元及び関係機関等との

協議、事業管理、施工管理等を行う方式」

事業促進PPPの契約金額が概ね12,000万円/件と土木設計業務等の約2.6倍

令和元年度完了した土木設計業務等の平均契約額が4,500万円/件

◆１件あたりの発注規模の変化が原因となっている。

新たな業種の発生や契約額の変化・物価の変動等を考慮した上で、手持ち金額を緩和する。

６－１．指定日現在の手持ち業務量 【令和３年８月１日公示以降に適用】
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(a) 配置予定管理（主任）技術者に対する要件
配置予定管理（主任）技術者は下記のｲ)、ﾊ)、ﾆ)に示す条件を満たす者であり、ﾛ)の実績を

有する者であることとする。その他、業務説明書（個別事項）に定める場合はこれによるものと
する。

ﾊ) 指定日現在の手持ち業務量（本業務を含まず、特定後未契約のものを含む。）

国土交通省以外の発注者（民間、国内外を問わない）の業務を含めた全ての手持ち業務
（管理技術者等（土木関係建設コンサルタント業務における管理技術者及び担当技術者、測
量又は地質調査業務における主任技術者及び担当技術者、補償関係コンサルタント業務に
おける主任担当者及び担当技術者、又は他の業種においてはこれらに相当する技術者をい
う。）となっている他の業務のうち５００万円以上の業務）の契約金額の合計が４億円未満か
つ手持ち業務の件数が１０件未満である者。ただし、手持ち業務のうち、国土交通省の所管
に係る建設コンサルタント業務等（港湾空港関係及び営繕工事に係るものを除く。）において
調査基準価格を下回る金額で落札した業務がある場合には、手持ち業務量の契約金額を４
億円から２億円に、件数を１０件から５件にするものとする。

ただし、複数年契約の業務の場合は、契約金額を履行期間の総月数（注1）で除し、当該年
度の履行月数を乗じた金額とする。また設計共同体として受注した業務の場合は、総契約金
額に出資比率（注２）を乗じた金額とする。

注１ 月数については、各月の日数に関係なく履行期間に含まれる月をひと月として算定する。

注２ テクリスに登録されている場合においては、テクリス登録の請負金額とする。なお、出資
比率等で分担金額が確認出来ない場合は、総契約金額（当該年度分）とする。

ただし、国土交通省の所管に係る業務で、繰越明許費に係る翌年度にわたる債務負担（翌
債）（財政法第４３条の３）により、履行期間を延長して前年度から当該年度に繰越を行ったも
の（「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止措置等
について」に基づき一時中止等を行ったことを事由とした業務以外で 事故繰越し（財政法第４
２条ただし書き）を行った業務は除く。）は手持ち業務に含まない。

(a) 配置予定管理（主任）技術者に対する要件
配置予定管理（主任）技術者は下記のｲ)、ﾊ)、ﾆ)に示す条件を満たす者であり、ﾛ)の実績を

有する者であることとする。その他、業務説明書（個別事項）に定める場合はこれによるものと
する。

ﾊ) 指定日現在の手持ち業務量（本業務を含まず、特定後未契約のものを含む。）

国土交通省以外の発注者（民間、国内外を問わない）の業務を含めた全ての手持ち業務
（管理技術者等（土木関係建設コンサルタント業務における管理技術者及び担当技術者、測
量又は地質調査業務における主任技術者及び担当技術者、補償関係コンサルタント業務に
おける主任担当者及び担当技術者、又は他の業種においてはこれらに相当する技術者をい
う。）となっている他の業務のうち５００万円以上の業務）の契約金額の合計が５億円未満か
つ手持ち業務の件数が１０件未満である者。ただし、手持ち業務のうち、国土交通省の所管
に係る建設コンサルタント業務等（港湾空港関係及び営繕工事に係るものを除く。）において
調査基準価格を下回る金額で落札した業務がある場合には、手持ち業務量の契約金額を５
億円から２．５億円に、件数を１０件から５件にするものとする。

ただし、複数年契約の業務の場合は、契約金額を履行期間の総月数（注1）で除し、当該年
度の履行月数を乗じた金額とする。また設計共同体として受注した業務の場合は、総契約金
額に出資比率（注２）を乗じた金額とする。

注１ 月数については、各月の日数に関係なく履行期間に含まれる月をひと月として算定する。

注２ テクリスに登録されている場合においては、テクリス登録の請負金額とする。なお、出資
比率等で分担金額が確認出来ない場合は、総契約金額（当該年度分）とする。

ただし、国土交通省の所管に係る業務で、繰越明許費に係る翌年度にわたる債務負担（翌
債）（財政法第４３条の３）により、履行期間を延長して前年度から当該年度に繰越を行ったも
の（「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止措置等
について」に基づき一時中止等を行ったことを事由とした業務以外で 事故繰越し（財政法第４
２条ただし書き）を行った業務は除く。）は手持ち業務に含まない。

旧新

プロポーザル方式、総合評価落札方式、価格競争入札方式

配置予定管理（主任）技術者に対する要件
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◆海外進出や国内外の技術者の相互活用の促進
◆対象は、総合評価落札方式、プロポーザル方式で発注する業務
◆海外インフラプロジェクト技術者認定を受けた技術者の同種・類似業務を実績と認める。
◆海外インフラプロジェクト表彰を受賞した技術者を、配置予定技術者の表彰等の評価において加点評価

６－２．海外インフラプロジェクト実績認定・表彰
【令和３年８月１日公示以降に適用】

資格・実績等

成績・表彰

表彰

同種又は類似業務の実績

過去10年間に完了した同種又は類似業務の実績等を評価する。
①同種業務の実績を有する者

同種業務に関する調査・検討業務の成果をマネジメントした実務経験

＋同種業務に関する海外インフラプロジェクトに従事した実務経験

①類似業務の実績を有する者

類似業務に関する調査・検討業務の成果をマネジメントした実務経験

＋ 類似業務に関する海外インフラプロジェクトに従事した実務経験

過去４年間に完了した同種又は類似業務の優秀建設技術者表彰又は優良工事等施工者表彰の経験を評価（プ）

過去４年間に完了した業務の優秀建設技術者表彰又は優良工事等施工者表彰の経験を評価（競）

海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度における表彰（大臣表彰）より

海外インフラプロジェクト国土交通大臣賞・国土交通大臣奨励賞を追加。+
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３．指名されるために必要な要件
(2) 参加表明書の提出に関する要件

1） 参加表明書の提出者に対する要件
(a) 同種又は類似業務等の実績

入札説明書（個別事項）に記載した期間に完了した業務（再委託による業務の実績
は含まない）において１件以上（提出者が設計共同体である場合は、当該共同体の
全ての構成員について１件以上）の同種又は類似業務等の実績を有さなければな
らない。

なお、低入札価格調査制度調査対象業務における業務成績評定点が７０点未満の
業務、近畿地方整備局発注業務において品質確保基準価格を下回る価格により受
注し業務成績評定点が７０点未満の業務ならびに低入札価格調査制度調査対象業
務以外の業務における業務成績評定点が６０点未満の業務については、企業の業務
実績として認めないものとする。ただし、「地方整備局委託業務等成績評定要領」（平
成１４年９月５日付け国官技第１４２号、平成２０年９月２６日付け国官技第１２６号並び
に平成２３年３月２８日付け国官技第３６１号、平成３０年１月４日付け国官技第１８７号
にて改正）に基づく業務成績以外の業務は、この限りではない。

３．指名されるために必要な要件
(2) 参加表明書の提出に関する要件

1） 参加表明書の提出者に対する要件
(a) 同種又は類似業務等の実績

入札説明書（個別事項）に記載した期間に完了した業務（再委託による業務の実績
は含まない）において１件以上（提出者が設計共同体である場合は、当該共同体の
全ての構成員について１件以上）の同種又は類似業務等の実績を有さなければな
らない。

なお、低入札価格調査制度調査対象業務における業務成績評定点が７０点未満の
業務、近畿地方整備局発注業務において品質確保基準価格を下回る価格により受
注し業務成績評定点が７０点未満の業務ならびに低入札価格調査制度調査対象業
務以外の業務における業務成績評定点が６０点未満の業務については、企業の業務
実績として認めないものとする。ただし、「地方整備局委託業務等成績評定要領」（平
成１４年９月５日付け国官技第１４２号、平成２０年９月２６日付け国官技第１２６号並び
に平成２３年３月２８日付け国官技第３６１号、平成３０年１月４日付け国官技第１８７号
にて改正）に基づく業務成績以外の業務は、この限りではない。また、配置予定技術者
が「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」により認定された実績での評価を
申請する場合は、国内の業務の実績と同様に認めるものとする。

「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」（以下、「海外認定・ 表彰制度」と
いう。）とは、今後の海外進出や国内外の技術者の相互活用を促進するため、国土交
通省が海外インフラプロジェクトに従事した本邦企業の技術者の実績を認定し、特に優
秀な者については表彰する制度。

海外認定・表彰制度の概要については以下のURLに記載のとおりとする。
https://www.mlit.go.jp/kokusai/kokusai_tk3_000198.html

旧新

プロポーザル方式、総合評価落札方式、価格競争入札方式

配置予定管理（主任）技術者に対する要件
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(a) 配置予定管理（主任）技術者に対する要件
配置予定管理（主任）技術者は下記のｲ)、ﾊ)、ﾆ)に示す条件を満たす者であり、ﾛ)の実績を

有する者であることとする。その他、業務説明書（個別事項）に定める場合はこれによるものと
する。

ﾛ) 同種又は類似業務の実績

[2]同種又は類似業務に関する調査・検討業務の成果をマネジメントした実務経験を
有する者。

マネジメントした実務経験とは、以下のいずれかの者に相当する程度の経験をいう。
・国内におけるＰＭ、ＣＭ又はＰＦＩの管理技術者。但し、一般土木工事の設計又は

施工管理を含むものに限る。
・土木関係建設コンサルタント業務においては、建設コンサルタント登録規程(S52.4.15

付け建設省告示第717号)第３条の一に該当する当該部門の技術管理者。当該部門等、
詳細は業務説明書（個別事項）による。
・地質調査業務においては、地質調査業者登録規程(S52.4.15付け建設省告示第718

号)第３条の一に該当する技術管理者。詳細は業務説明書（個別事項）による
・地方建設局委託設計業務等調査検査事務処理要領(H11.4.1付け建設省厚契第31

号)第６に該当する総括調査員若しくは主任調査員。または、都道府県、政令市におい
て、同等の調査職員として業務に従事した者。

(a) 配置予定管理（主任）技術者に対する要件
配置予定管理（主任）技術者は下記のｲ)、ﾊ)、ﾆ)に示す条件を満たす者であり、ﾛ)の実績を

有する者であることとする。その他、業務説明書（個別事項）に定める場合はこれによるものと
する。

ﾛ) 同種又は類似業務の実績

[2]同種又は類似業務に関する調査・検討業務の成果をマネジメントした実務経験を
有する者。

マネジメントした実務経験とは、以下のいずれかの者に相当する程度の経験をいう。
・国内におけるＰＭ、ＣＭ又はＰＦＩの管理技術者。但し、一般土木工事の設計又は

施工管理を含むものに限る。
・土木関係建設コンサルタント業務においては、建設コンサルタント登録規程(S52.4.15

付け建設省告示第717号)第３条の一に該当する当該部門の技術管理者。当該部門等、
詳細は業務説明書（個別事項）による。
・地質調査業務においては、地質調査業者登録規程(S52.4.15付け建設省告示第718

号)第３条の一に該当する技術管理者。詳細は業務説明書（個別事項）による
・地方建設局委託設計業務等調査検査事務処理要領(H11.4.1付け建設省厚契第31

号)第６に該当する総括調査員若しくは主任調査員。または、都道府県、政令市におい
て、同等の調査職員として業務に従事した者。

[3］同種又は類似業務に関する海外認定・表彰制度により認定された実績を有する者。

旧新

プロポーザル方式、総合評価落札方式、価格競争入札方式

配置予定管理（主任）技術者に対する要件
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(3) 関連資料

1） 同種又は類似の業務の実績として記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。
ただし、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「測量調査設計業務

実績情報システム（テクリス）」に登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要
はない。

2） 近畿地方整備局発注の建設コンサルタント業務等（港湾空港関係を除く）における優
良工事等施工者（建設コンサルタント等）表彰・優秀建設技術者表彰の実績を求める場
合には表彰の写しを提出すること。

４． 参加表明書の作成及び記載上の留意事項
(3) 関連資料

1） 同種又は類似の業務の実績として記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。
ただし、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「測量調査設計業務

実績情報システム（テクリス）」に登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要
はない。

なお、海外認定・表彰制度により実績認定された当該実績認定業務が、テクリスに登録
されていない場合は、国土交通省が発行する海外認定・表彰制度の認定証の写し、及び

業務内容が同種又は類似にあたることを確認できる書類（契約書、業務計画書、特記
仕様書、業務報告書等の該当部分の写し）を添付すること。また、確認のための書類が外
国語で記載されている場合は、同種又は類似を確認出来る箇所の和訳を添付すること。

なお、認定証が実績認定申請を行った企業等に未達の場合等、競争参加者が認定証
の写しを提出できない場合は、国土交通省が認定対象を当該企業等に通知した文書の
写しをもってそれに代えることができる。

2） 近畿地方整備局発注の建設コンサルタント業務等（港湾空港関係を除く）における優
良工事等施工者（建設コンサルタント等）表彰・優秀建設技術者表彰の実績を求める場
合には表彰の写しを提出すること。

なお、海外認定・表彰制度により国土交通省より表彰された表彰状が未達の場合等、
表彰状の写しを提出できない場合は、国土交通省が表彰対象を申請企業に通知した文
書の写しをもってそれに代えることができる。

旧新

プロポーザル方式、総合評価落札方式、価格競争入札方式

参加表明書の作成及び記載上の留意事項

６－２．海外インフラプロジェクト実績認定・表彰
【令和３年８月１日公示以降に適用】
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②配置予定技術者の評価
配置予定管理技術者の経験及び能力
資格・実績等
専門技術力
業務執行技術力
同種又は類似業務等の実績の内容
【様式－２－１、３】
下記の順位で評価する。（再委託による業務及び照査技術者の実績は認めない。）
また、1年以上の長期休暇を取得した場合は、長期休暇期間に相当する期間を加えることが
できる。

①平成２３年度以降公示日までに完了した業務において同種業務の実績、同種業務に関
する調査・検討業務の成果をマネジメントした実務経験(※1) のうち、いずれか２件以上
ある。

②平成２３年度以降公示日までに完了した業務において同種業務の実績、同種業務に関
する調査・検討業務の成果をマネジメントした実務経験(※1) がある。

③平成２３年度以降公示日までに完了した業務において類似業務の実績、類似業務に関
する調査・検討業務の成果をマネジメントした実務経験(※1) がある。

平成29・30・令和元・2年度に完了した業務の技術者表彰等の有無【様式－２－１】
国土交通省(港湾空港関係を除く)発注及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部（港湾空港関
係を除く）発注の平成29年度から令和2年度までに完了した同種又は類似業務の優秀建設技
術者表彰又は優良工事等施工者（建設コンサルタント等）表彰の経験について、下記の順位
で評価する。（照査技術者の実績は認めない。）また、1年以上の長期休暇を取得した場合は、
長期休暇期間に相当する期間を加えることができる。

①局長表彰の実績あり又は平成29年度から令和2年度までに完了した業務のうち年度の
異なる２ヶ年に部長・事務所長表彰賞の実績あり

②部長・事務所長表彰の実績あり

②配置予定技術者の評価
配置予定管理技術者の経験及び能力
資格・実績等
専門技術力
業務執行技術力
同種又は類似業務等の実績の内容
【様式－２－１、３】
下記の順位で評価する。（再委託による業務及び照査技術者の実績は認めない。）
また、1年以上の長期休暇を取得した場合は、長期休暇期間に相当する期間を加えることが
できる。

①平成２３年度以降公示日までに完了した業務において同種業務の実績、同種業務に関
する調査・検討業務の成果をマネジメントした実務経験(※1)又は同種業務に関する海外
認定・表彰制度により認知された実績のうち、いずれか２件以上ある。

②平成２３年度以降公示日までに完了した業務において同種業務の実績、同種業務に関
する調査・検討業務の成果をマネジメントした実務経験(※1)又は同種業務に関する海外
認定・表彰制度により認知された実績験がある。

③平成２３年度以降公示日までに完了した業務において類似業務の実績、類似業務に関
する調査・検討業務の成果をマネジメントした実務経験(※1)又は類似業務に関する海外
認定・表彰制度により認知された実績がある。

平成29・30・令和元・2年度に完了した業務の技術者表彰等の有無【様式－２－１】
国土交通省(港湾空港関係を除く)発注及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部（港湾空港関
係を除く）発注の平成29年度から令和2年度までに完了した同種又は類似業務の優秀建設技
術者表彰又は優良工事等施工者（建設コンサルタント等）表彰の経験について、下記の順位
で評価する。（照査技術者の実績は認めない。）また、1年以上の長期休暇を取得した場合は、
長期休暇期間に相当する期間を加えることができる。

①局長表彰、海外インフラプロジェクト優秀技術者 国土交通大臣賞実績あり又は平成
29年度から令和2年度までに完了した業務のうち年度の異なる２ヶ年に部長、事務所長
表彰又は海外インフラプロジェクト優秀技術者 国土交通大臣奨励賞の実績あり

②部長、事務所長表彰又は海外インフラプロジェクト優秀技術者 国土交通大臣奨励
賞の実績あり

旧新

プロポーザル方式、総合評価落札方式、価格競争入札方式

技術提案書の提出者を選定するための基準

６－２．海外インフラプロジェクト実績認定・表彰
【令和３年８月１日公示以降に適用】



７．総合評価落札方式における
近畿地方整備局の取り組み
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建設コンサルタント業務等における総合評価の取り組み

■業務チャレンジ型（平成２７年度～）

若手技術者に対して、管理技術者（40歳以下）、
担当技術者（30歳以下）としての経験を積ませる
ことで、企業による育成と魅力的な職場環境の創
出を促し、担い手の中長期的な育成・確保を図る。

総合評価落札方式（１：１）（１：２）（１：３）
（概ね2,000万円以下を対象）
土木設計業務

■若手チャレンジ型（平成２９年度～）

地域コンサルタントの活用の拡大と育成を目的と
して、自治体発注の業務実績しかない企業に対
して、直轄の業務への新規参入を促す。

総合評価落札方式（１：１）
（概ね2,000円万以下を対象）
土木設計業務、測量、地質調査業務

■一括審査方式（平成２９年度～）

業務における総合評価落札方式における技術
力審査・評価を効率化
・企業の技術提案作成に関する負担を軽減
・発注者の技術審査に関する負担を軽減
総合評価落札方式（１：１）（１：２）（１：３）

土木設計業務、測量、地質業務

■業務能力評価型（平成２５年度～）

５００万円を超える業務において価格競争方式か
ら、「簡易な実施方針」を求め、総合評価落札方
式（業務能力評価型）を導入し「履行確実性」を
加えた技術評価により品質確保を図る。
（平成２７年１０月より本格運用）

品質確保の取り組み

受発注者双方の負担軽減

担い手確保・育成

（若手参入型）、（若手育成型）の２タイプ※令和元年６月から対象拡大【総合評価落札方式（１：２）（１：３）】



総合評価落札方式
【業務能力評価型】

企業の資格
実績等

企業の
成績・表彰

技術者の
資格実績等

技術者の
成績・表彰

企業の資格
実績等

企業の
成績・表彰

技術者の
資格実績等

35%

簡易公募型競争
入札方式の評価項目

技術者の
成績・表彰

15% 25% 15%

□技術提案の履行確実性度
（5段階評価 1.00、0.75、0.50、0.25 、0.00)

総合評価落札方式の拡大（業務能力評価型の導入）
【平成２５年１０月より試行：平成２７年１０月より本格運用】
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建設コンサルタント業務等については、低価格受注による品質低下を防止するため、
平成２５年１０月から、 「簡易な実施方針」を求め「履行確実性」を加えた技術評価を
行う総合評価落札方式（業務能力評価型）を導入。

◆総合評価落札方式（業務能力評価型）（平成２５年度１０月以降）

平成２７年１０月から、 ５００万円を超える業務のうち「簡易公募型競争入札方式」に
加え「通常指名型競争入札方式」の業務においても導入。

入札段階の技術評価

価格点 （簡易な）実施方針

指名段階の技術評価

価格競争にて落札者を決定

10者以上を指名

10者以上を指名

指名段階の技術評価

知

識

構想力 ・ 応用力

価格競争方式

総合評価落札方式

プロポーザル方式

５００万円を超える業務
について、業務能力評価
型を適用



一括審査方式の試行【平成２９年６月より試行：令和元年６月対象拡大】
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■受発注者の負担軽減を図る取り組み

・総合評価落札方式（１：１） 、（１：２）、（１：３）で発注する設計、測量、地質調査業務

・実施地域が近接し、業務の目的・内容が同種の業務であり、実施方針・実施フロー、
評価テーマ（１：２又は１：３の場合）が同一である業務

・実施地域が近接する業務

・公示、参加表明書及び技術提案書の提出、入札、開札及び落札決定を同一日に行
う業務

・１公示で２～４件程度で実施

企業の技術提案作成に関する負担や発注者の技術審査に関する負担といった総合評
価における技術力審査・評価の効率化が目的
複数の業務について、求める参加表明書及び技術提案書の提案については１つのみと
し、その評価結果を複数の業務の総合評価に利用する。
また、落札すると共通の他の業務は無効とし、提出できる配置予定技術者は１名のみと
する。

適用条件
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• 参加を希望する業務に対し参加表明書（技術提案
書）を提出する。各様式及び添付資料はいずれか１
つの業務に対してのみ提出すればよい。

• １つの公示に対し、配置予定（管理・担当・照査）技
術者はそれぞれ１名のみとする。

・ 複数業務をまとめて１つの公示を行う。

＜手続の流れ＞
公示

参加表明書
（技術提案書）

参加表明書
（技術提案書）

参加表明書
（技術提案書）

参加表明書
（技術提案書）

業務① 業務② 業務③

A者

B者

C者
企業、技術者の
資格や実績

参加表明書 各様式の添付
資料１式

参加表明書 （参加を希望する
業務等一覧）

（参加を希望する業
務等一覧）により資
料を省略。

提出資料の構成

（標準）

（他の参加業務）

• あらかじめ入札説明書に示した順番に開札をおこな
い、業務ごとに最も評価値の高い者が落札。

申

請

参加表明書
（技術提案書）

参加表明書
（技術提案書）

参加表明書
（技術提案書）

・資料の審査・評価を行う。
申請者各々の評価点は参加を希望する業務すべて
が同じ点数

40点A者

48点

B者 45点 45点

C者 48点

40点 40点

・入札を希望する業務のみ札を入れる。 50(百万円)A者

45

B者 35 30

C者 45

40 30

評価値例＝価格評価点＋技術評価点
(40点＋（1-50/百万円/60百万円）*60点=50)

50A者

無効

B者 63→落札 無効

C者 63→落札

52 55→落札

設計共同体

一括審査方式の試行【平成２９年６月より試行：令和元年６月対象拡大】



チャレンジ型の試行について
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■概要

調査、計画、設計など建設コンサルタント業務は事業の初段階を担うものであり災害時の迅速な対応等、地域の守
り手として重要な一翼を担っている。
一方、建設コンサルタント業界においても高齢化や新卒採用の減少による技術者不足の状況が生じている。
働き方改革と担い手の確保・育成に向け、各チャレンジ型の取り組みについて見直しを行い重点的に取り組むため

業務チャレンジ型、若手チャレンジ型について大幅な拡大を図る。

業務チャレンジ
簡易な業務
入札契約手続きが簡易なもの
※補償コンサルタント業務においては

2,000万未満が対象

若手チャレンジ
比較的簡易な業務を対象

（１：１）

（業務能力評
価型）

1000万以下 2000万以下 2000万以上

技
術
力

規模・難易度

（１：３）
（１：２）

業務チャレンジ型（担い手確保型）加点評価

若手チャレンジ型（若手参入型） 参加要件

若手チャレンジ型（若手育成型） 加点評価

総合評価落札方式 （平成３０年度～）



業務チャレンジ型（平成２７年度より継続：平成３０年４月見直し）
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■業務チャレンジ型

【目的】

地域コンサルタントの活用の拡大と育成を目的として、自治体発注の業務実績しかな
い企業に対して、直轄の業務への新規参入を促す。

○ 実施方針

・ 土木設計業務、測量、地質調査業務の概ね2,000万円以下を対象

・ 直轄業務の実績がない地域コンサルが参集し易くなるよう、直轄の成績・表彰については評価を行わない。

・ 業務実績については、国とそれ以外の実績で差をつけない。

・ 指名段階において、本店所在地が当該地域（府県内）の企業を優位に加点評価。

【試行の概要】

※補償コンサルタント業務においては、実績の対象範囲、同種類似業務の実績、地域要件が異なる。

業務チャレンジ型 実施内容
契約方式 価格競争方式を総合評価落札方式（簡易公募型１：１）に置き換えて実施

参加要件 国の受注実績の有無にかかわらず参加を認める。

同種・類似業務
同種・類似業務の実績があるもの（国以外の業務成績評定は問わない。国の実
績については６０点以上）。

地域要件 本社所在地が当該地域（府県内）の企業を優位に加点評価。

対象業務 土木設計業務、測量、地質調査業務（概ね2000万円以下を対象）

成績・表彰 評価しない。

実施方針 簡易な実施方針



業務チャレンジ型
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※１ 国・自治体の実績に差をつけない。
※２ ４ヶ年の成績、表彰は評価しない。
※３ 国・自治体の実績に差をつけない。

成績評定の有無を問わず実績とする。
※４ 本店、支店、営業所等の所在地により評価。

【指名段階の評価 】

《企業評価》
総合評価
落札方式

業務チャ
レンジ型

建設コンサル
タント登録

5 5

同種又は類似
業務等の実績

10 15

地域拠点 20※４

４ヶ年業務の成績 20 － ※２

４ヶ年業務の表彰 5 － ※２

計 40 40

《技術者評価》
総合評価
落札方式

業務チャ
レンジ型

技術者資格 5 5
同種又は類似
業務等の実績

10 25

地域精通度 5 30※３

・当該事務所管内（○○市、
○○市・・・）における実績

(5) (30)※３

・当該地域（○○県）
管内での実績

(2) (15)※３

４ヶ年の成績 15 － ※２

同種・類似業務
の成績

20 － ※２

業務の技術者
表彰等

5 － ※２

計 60 60

【入札段階の評価 】

《技術者評価》
総合評価
落札方式

業務チャ
レンジ型

技術者資格 8 8
同種又は類似
業務等の実績

12 22※３

地域精通度 5 20※３

・当該事務所管内（○○市、
○○市・・・）における実績※2

(5) (20)※３

・当該地域（○○県）
管内での実績※2

(2.5) (10) ※３

４ヶ年の成績 20 － ※２

４ヶ年の技術者表彰等 5 － ※２

計 50 50

《実施方針》
総合評価
落札方式

業務チャ
レンジ型

業務理解度 10
実施手順 10
工程表 10
その他（重要事項の指摘） 10
その他（提案） 10

簡易な実施方針
50
可否で評価

計 50 50



業務チャレンジ型（補償コンサルタント業務）（平成３０年６月見直し）
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※1 本店、支店、営業所等の所在地により評価。
※2 直轄等業務の成績・表彰の評価しない。
※3 国・自治体の実績に差をつけない。成績評定の有無を問わず実績とする。

≪企業評価≫
総合評価
落札方式

業務
チャレンジ型

補償コンサルタント登録 5 5

同種又は類似業務等の実績 10 15

地域拠点 - 20※1

４カ年業務の成績 25 -※2

２カ年表彰 5 -※2

計 45 40

≪技術者評価≫
総合評価
落札方式

業務
チャレンジ型

技術者資格 5 5

同種又は類似業務等の実績 10 25

地域精通度 5 30※3

・当該地域（○○市・郡）での実績
・当該地域（○○府県）管内での実績

（5）
（3）

-
-

・当該事務所管内での実績
・当該地域（○○府県）管内での実績

-
-

(30)※3
(15)※3

同種又は類似業務等の成績 30 -※2

４カ年表彰 5 -※2

計 55 60

≪技術者評価≫
総合評価
落札方式

業務
チャレンジ型

技術者資格 8 9

同種又は類似業務等の実績 12 21※3

地域精通度 5 20※3

・当該地域（○○市・郡）での実績
・当該地域（○○府県）管内での実績

(5)
(2)

-
-

・当該事務所管内での実績
・当該地域（○○府県）管内での実績

-
-

(20)※3
(10)※3

同種又は類似業務等の成績 20 -※2

４カ年表彰 5 -※2

計 50 50

≪実施方針≫
総合評価
落札方式

業務
チャレンジ型

業務理解度 10 -

実施体制 20 -

工程表 20 -

簡易な実施方針
50

可否で評価

計 50 50

【参加表明時の評価】 【技術提案書の評価】

○評価項目及び配点（案）



101

若手チャレンジ型の試行【平成２９年８月より試行：平成３０年４月見直し】

【目的】
若手技術者（管理技術者（40歳以下）、担当技術者（30歳以下））に対して、経験を積ませることで、
企業による育成と魅力的な職場環境の創出を促し、担い手の中長期的な育成・確保を図る。

【概要】
・若手チャレンジ型（若手参入型）と若手チャレンジ型（若手育成型）を実施。
若手チャレンジ型（若手参入型）
●若手のモチベーション向上のため、管理技術者（40歳以下）、担当技術者（30歳以下）の1名に年
齢要件を設定し、若手技術者を配置できる者のみに入札参加（指名）資格を与える。

若手チャレンジ型（若手育成型）
●若手管理技術者の技術力向上・育成を目的として、若手管理技術者を配置する際には、管理補
助技術者を追加配置することを認め、ベテラン技術者からの技術伝承による技術力向上と品質
確保を図る。

若手チャレンジ型（若手参入型） 若手チャレンジ型（若手育成型）

参加要件
管理技術者（40歳以下）、担当技術者（1名30
歳以下）

①若手管理技術者（40歳以下）

②若手管理技術者（40歳以下）＋管理補助技術者

③管理技術者（40歳超）

①～③での参加を認める。

対象業務
土木設計業務、測量、地質調査業務（概ね
2000万円以下を対象）

土木設計業務、測量、地質調査業務（概ね2000万
円以下を対象）

若手技術者
の配置

加点評価の項目としない
若手管理技術者の活用に応じ加点評価（指名段階、
入札段階）
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【指名段階の評価 】

《企業評価》
総合評価
落札方式

若手
参入型

若手
育成型

建設コンサル
タント登録

5 5 5

同種又は類似
業務等の実績

10 10 10

４ヶ年業務の成績 20 20 20

４ヶ年業務の表彰 5 5 5

計 40 40 40

《技術者評価》
総合評価
落札方式

若手
参入型

若手
育成型

技術者資格 5 5 5

同種又は類似
業務等の実績

10 10 10

地域精通度 5 5 5

４ヶ年の成績 15 15 10

同種・類似業務
の成績

20 20 20

業務の技術者
表彰等

5 5 4

若手技術者の配置 － －※１ 6※２

計 60 60 60

【入札段階の評価 】

《技術者評価》
総合評価
落札方式

若手
参入型

若手
育成型

技術者資格
8 8 8※

同種又は類似
業務等の実績

12 12 12※

地域精通度 5 5 5※
４ヶ年の成績 20 20 15※
４ヶ年の技術者表彰等 5 5 4※
若手技術者の配置 6

• 若手管理技術者のみの
配置

（6）

• 若手管理技術者及び管
理補助技術者の配置

（3）

• 管理技術者（40歳超）の
配置

（0）

計 50 50 50

《実施方針》
総合評価
落札方式

若手
参入型

若手
育成型

業務理解度 10 10 10
実施手順 10 10 10
工程表 10 10 10
その他（重要事項の指摘） 10 10 10
その他（提案） 10 10 10
計 50 50 50

※若手育成型の技術者評価については、若手管理技術者

を補佐する管理補助技術者を配置することができるもの
とし、配置した場合管理補助技術者で評価する。

※１管理技術者40歳以下、担当技術者30歳
以下であること。

※２管理技術者について40歳以下であること



総合評価落札方式の標準型で発注すべき内容の土木関係建設コンサルタント業務のうち、対象業
務から概ね２割程度を抽出して、入札段階で評価テーマの配点をとりやめ、技術者の成績・表彰と

実施方針への配点を拡大し試行する。

平成２６年度総合評価落札方式（標準型）にて発注すべき業務の分類 

右記以外の全ての業務 

試行業務 

対  象 

【河川事業】 堤防・護岸設計 

【道路事業】 道路予備設計（用地幅） 

         構造物予備設計（一般） 

構造物詳細・補修設計（一般）  

道路詳細設計（一般）  

試行件数 対象業務の概ね２割程度 

 

※配点イメージは従来通り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施方針

技術者
の実績
等

価格点

50％50％

5～10％ 40～45％

技術者の成績・表彰
※表彰の配点は変更しない

実施方針

※評価テーマは設定しない 

※価格点と技術点の割合は総合評価落札方式（１：３）の 

配点イメージと同様 

 

技術者

の実績

等 
実施方針 

技術者 
の成績 
表彰 

評価テーマ 

5～10% 15～20% 12.5～25% 50～62.5% 

 25% 75% 

価格点 

（１：３の配点イメージ） 

 

技術者
の実績
等 

実施方針 

技術者の 
成績 
表彰 

評価テーマ 

7.5～15% 18～25.5% 15～30% 37～52% 

 33% 67% 

価格点 

（１：２の配点イメージ） 

技術者評価を重視した選定（試行）【平成２６年６月より】

103


